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第１編 外部監査の概要 

 

１．外部監査の種類 

地方自治法第 252 条の 37第 1項に基づく包括外部監査 

 

２．選定した特定の事件（テーマ） 

（１）外部監査対象 

生涯学習推進事業に係る事務の執行を監査対象とした。 

 

（２）外部監査対象期間 

令和５年度（2023年度）及び必要に応じて遡及する年度並びに一部について令和６

年度（2024 年度）を監査対象期間とした。 

 

３．事件を選定した理由 

医療体制の充実、医学の進歩、生活水準の向上等により、日本人の平均寿命は

順調に伸びており、人生 100 年時代の到来が予測されている。八王子市も、厚生

労働省が発表した令和２年の市区町村別平均寿命によれば、男性 82.1 歳、女性

87.7 歳と、全国平均の男性 81.5歳、女性 87.6歳を上回っている。 

このような長寿社会においては、人生を複数のステージで捉え、生涯を通じて

豊かに生きるための学びの継続や、学び直し（リカレント教育）が可能な生涯学

習の仕組みづくりが重要と考えられる。 

これに対して八王子市では、基本計画である『八王子ビジョン 2022（現八王子

未来デザイン 2040）』の個別計画として「八王子市生涯学習プラン（令和 2年度～

令和 6 年度）」が策定され、①全てのライフステージに応じた、切れ目ない学び、

②「学び」と「活動」が循環し、地域社会に還元する学び、③地域社会全体でつ

ながり、広がる学びという３つの視点を重視しながら、「市民・地域とともに高め

あう学びのまち八王子」を目指して、生涯学習の支援施策を推進している。 

人生 100 年時代を間近に控え、八王子市が実践している生涯学習推進事業は、

市民の関心も高く、財務的な視点及び３Ｅの視点で点検を行う意義は大きいと考

え、監査テーマとして選定することとなった。 

 

４．外部監査の方法 

（１）監査の視点 

生涯学習推進事業のうち、生涯学習スポーツ部に係る事務の執行についての主な監

査の視点は次のとおりである。 
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①財務に関する事務の執行が、 関連する法令及び条例・規則等に従い処理されている

かどうかについて 

②財務に関する事務の執行が、 経済性・ 効率性及び有効性（３Ｅ）を考慮して実施

されているかどうかについて 

 

（２）主な監査手続き 

まず、生涯学習推進事業のうち、生涯学習スポーツ部に係る財務に関する事務の執

行を監査するために、監査対象の各担当課に対して、必要と考えられる資料を依頼し、

その資料の閲覧・分析の過程で質問等の監査手続きを行った。 

次に、生涯学習推進事業のうち、生涯学習スポーツ部に係る施設等を現場視察し、

管理体制及び事業執行状況等を実地で把握した。  

 

① 生涯学習推進事業のうち、生涯学習スポーツ部に係る予算、決算の状況等につい

て、担当課から説明を受け、必要な質疑応答を実施した。 

監査に必要と考えられる資料を依頼し、閲覧分析することで、当該事務の執行が法令、

条例及び規則等に基づいて執行されているかどうかを確認した。 

 

② 生涯学習推進事業のうち、生涯学習スポーツ部に係る財務に関する事務の執行に

ついて、経済性、効率性、有効性(３Ｅ)の視点から検証を行うため、これらの管

理業務において、どのような事務処理や業務改善等がなされているかについての

ヒアリング及び調査、分析等を行った。 

 

（３）監査対象 

①監査対象項目 

生涯学習推進事業のうち、生涯学習スポーツ部に関する事務の執行を監査対象とし

た。 

 

②監査対象部署 

生涯学習スポーツ部 

 

５．外部監査の実施期間 

令和６年（2024 年）４月１日から令和７年（2025年）３月３１日まで 
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６．外部監査チーム 

 

（１）包括外部監査人 

木下政昭（公認会計士） 

 

（２）包括外部監査補助者 

小川 加奈子（公認会計士） 

後藤 康彦（公認会計士） 

菱山 園子（公認会計士） 

古川 顕史（公認会計士） 

古川 穣史（弁護士） 

若槻 周平（公認会計士） 

 

７．利害関係 

包括外部監査の対象としての特定の事件につき、私には地方自治法第 252 条の 29

の規定により記載すべき利害関係はない。 
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第 2編 生涯学習政策をめぐる最近の動向 

 

第 1章 国・東京都の動向 

第 1節 我が国におけるウェルビーイングの向上 

1．第４期教育振興基本計画の策定 

現代は将来の予測が困難な時代であり、その特徴である変動性（Volatility）、

不確実性（Uncertainty）、複雑性（Complexity）、曖昧性（Ambiguity）の頭文字を

取って「VUCA」の時代とも言われている。そのような時代において、教育は社会の

変化に適応するための鍵とされており、少子高齢化やデジタル化、環境問題など

の課題に直面する中、持続可能な社会を構築するためには、創造力や問題解決能

力を備えた人材の育成が重要だとされている。 

一方で、経済先進諸国においては、経済的な豊かさのみならず、精神的な豊か

さや健康までを含めて幸福や生きがいを捉える「ウェルビーイング（Well-

being）」の考え方が重視されてきており、経済協力開発機構（OECD）の「ラーニ

ング・コンパス 2030（学びの羅針盤 2030）」では、個人と社会のウェルビーイン

グは「私たちの望む未来（Future We Want）」であり、社会のウェルビーイングは

共通の「目的地」とされている。 

さらに、社会の多様化が進む中、障害の有無や年齢、文化的・言語的背景、家

庭環境などにかかわらず、誰一人取り残されることなく、誰もが生き生きとした

人生を享受することのできる共生社会の実現を目指し、その実現に向けた社会的

包摂を推進する必要がある。 

このような、将来の予測が困難な時代において教育政策の進むべき方向性を示

す「羅針盤」となるべき総合計画として、国は 2023年 6月に第４期教育振興基本

計画を策定した。 

 

２．総括的な基本方針 

第４期教育振興基本計画では、我が国における現状を踏まえ、2040 年以降の

社会を見据えた教育政策におけるコンセプトとも言うべき総括的な基本方針とし

て「持続可能な社会の創り手の育成」及び「日本社会に根差したウェルビーイン

グの向上」を掲げているる。 

 

（１）持続可能な社会の創り手の育成 

グローバル化や気候変動などの地球環境問題、少子化・人口減少、都市と地方の格

差などの社会課題やロシアのウクライナ侵略による国際情勢の不安定化の中で、一人

一人のウェルビーイングを実現していくためには、この社会を持続的に発展させてい

かなければならない。特に我が国においては少子化・人口減少が著しく、将来にわた
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って財政や社会保障などの社会制度を持続可能なものとし、現在の経済水準を維持し

つつ、活力あふれる社会を実現していくためには、一人一人の生産性向上と多様な人

材の社会参画を促進する必要がある。また、社会課題の解決と経済成長を結び付けて

新たなイノベーションにつながる取組を推進することが求められる。Society 5.0 に

おいてこれらを実現していくために不可欠なのは「人」の力であり、「人への投資」

を通じて社会の持続的な発展を生み出す人材を育成していかなければならない。 

こうした社会の実現に向けては、一人一人が自分のよさや可能性を認識するととも

に、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な

社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、「持続可能な社会の創り手」になる

ことを目指すという考え方が重要である。 

そして、Society 5.0 においては、「主体性」、「リーダーシップ」、「創造力」、「課

題設定・解決能力」、「論理的思考力」、「表現力」、「チームワーク」などの資質・能力

を備えた人材が期待されている。こうした要請も踏まえ、個々人が自立して自らの個

性・能力を伸長するとともに、多様な価値観に基づいて地球規模課題の解決等をけん

引する人材を育成していくことも重要である。 

 

（２）日本社会に根差したウェルビーイングの向上 

ウェルビーイングとは身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、短期

的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義など将来にわたる持続的な幸福を含むも

のである。また、個人のみならず、個人を取り巻く場や地域、社会が持続的に良い状

態であることを含む包括的な概念である。 

 

 

【出典】第 4 次教育振興基本計画（リーフレット） 

 

ウェルビーイングの捉え方は国や地域の文化的・社会的背景により異なり得るもの

であり、一人一人の置かれた状況によっても多様なウェルビーイングの求め方があり

得る。 
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すなわち、ウェルビーイングの実現とは、多様な個人それぞれが幸せや生きがいを

感じるとともに、地域や社会が幸せや豊かさを感じられるものとなることであり、教

育を通じて日本社会に根差したウェルビーイングの向上を図っていくことが求められ

る。 

 

 

【出典】第 4 次教育振興基本計画（リーフレット） 

 

我が国においては利他性、協働性、社会貢献意識など、人とのつながり・関係性に

基づく要素（協調的要素）が人々のウェルビーイングにとって重要な意味を有してい

る。このため、我が国においては、ウェルビーイングの獲得的要素と協調的要素を調

和的・一体的に育む日本発のウェルビーイングの実現を目指すことが求められる。こ

うした「調和と協調（Balance and Harmony）」に基づくウェルビーイングの考え方は

世界的にも取り入れられつつあり、我が国の特徴や良さを生かすものとして国際的に

発信していくことも重要である。ウェルビーイングの国際的な比較調査においては、

自尊感情や自己効力感が高いことが人生の幸福をもたらすとの考え方が強調されてお

り、これは個人が獲得・達成する能力や状態に基づくウェルビーイング（獲得的要

素）を重視する欧米的な文化的価値観に基づく側面がある。 

日本社会に根差したウェルビーイングの要素としては、「幸福感（現在と将来、自

分と周りの他者）」、「学校や地域でのつながり」、「協働性」、「利他性」、「多様性への

理解」、「サポートを受けられる環境」、「社会貢献意識」、「自己肯定感」、「自己実現

（達成感、キャリア意識など）」、「心身の健康」、「安全・安心な環境」などが挙げら
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れる。これらを、教育を通じて向上させていくことが重要であり、その結果として特

に子供たちの主観的な認識が変化したかについてエビデンスを収集していくことが求

められる。なお、協調的幸福については、「同調圧力」につながるような組織への帰

属を前提とした閉じた協調ではなく、他者とのつながりやかかわりの中で共創する基

盤としての協調という考え方が重要であるとともに、物事を前向きに捉えていく姿勢

も重要である。 

 

 

【出典】第 4 次教育振興基本計画（リーフレット） 

 

ウェルビーイングと学力は対立的に捉えるのではなく、個人のウェルビーイングを

支える要素として学力や学習環境、家庭環境、地域とのつながりなどがあり、それら

の環境整備のための施策を講じていくという視点が重要である。また、社会情動的ス

キルやいわゆる非認知能力を育成する視点も重要である。さらに、組織や社会を優先

して個人のウェルビーイングを犠牲にするのではなく、個人の幸せがまず尊重される

という前提に立つことが必要である。 
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子供たちのウェルビーイングを高めるためには、教師のウェルビーイングを確保す

ることが必要であり、学校が教師のウェルビーイングを高める場となることが重要で

ある。子供の成長実感や保護者や地域との信頼関係があり、職場の心理的安全性が保

たれ、労働環境などが良い状態であることなどが求められる。加えて、職員や支援人

材など学校の全ての構成員のウェルビーイングの確保も重要である。こうしたことが

学びの土壌や環境を良い状態に保ち、学習者のウェルビーイングを向上する基盤とな

り、結果として家庭や地域のウェルビーイングにもつながるものとなる 

 

 

【出典】第 4 次教育振興基本計画（リーフレット） 

 

さらに、生涯学習・社会教育を通じて、地域コミュニティを基盤としてウェルビー

イングを実現していく視点も大切である。 

ウェルビーイングが実現される社会は、子供から大人まで一人一人が担い手となっ

て創っていくものである。社会全体のウェルビーイングの実現に向けては、個人のウ

ェルビーイングが様々な場において高まり、個人の集合としての場や組織のウェルビ

ーイングが高い状態が実現され、そうした場や組織が社会全体に増えていくことが必

要となる。子供たち一人一人が幸福や生きがいを感じられる学びを保護者や地域の

人々とともにつくっていくことで、学校に携わる人々のウェルビーイングが高まり、

その広がりが一人一人の子供や地域を支え、更には世代を超えて循環していくという

在り方が求められる。 
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３．５つの基本方針 

第４期教育振興基本計画では、上述の総括的な基本方針のもと、5つの基本的な

方針が定められている。 

 

 

【出典】第 4 次教育振興基本計画（リーフレット） 

 

 

（１）基本方針１：グローバル化する社会の持続的な発展に向けて学び続ける人材の育

成 

VUCAと呼ばれる将来予測が困難な時代において、個人と社会のウェルビーイングを

実現するためには、社会の持続的な発展を支える人材の育成が不可欠である。グロー

バル化やデジタルトランスフォーメーションによる労働市場の変化に対応するため、

新しい価値を創造する力や他者と協働し問題を解決する能力が求められている。AI や

ロボットが代替しにくいこれらのスキルを教育が提供し、少子化や人口減少に直面す

る社会を活性化させることが急務である。 

質の高い教育を通じて一人ひとりの生産性や創造性を高めることが求められ、その

ための具体的な取り組みとして、教育内容や方法の見直しが必要とされている。 

また、日本の子どもたちの社会形成への参画意識が低いと指摘されている。この問

題に対処するためには、自らが社会を形成する一員であるという認識を持つことが重

要である。具体的には、地域の課題を題材にした課題解決型学習やキャリア教育、主

権者教育を通じて、主体的に社会に関与する態度を育むことが必要である。 
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さらに、価値創造に必要な分野の人材を育成する視点も重要である。現在、デジタ

ル技術や脱炭素社会の実現が重要視されており、これらの分野における人材育成が求

められている。専門知識にとどまらず、文理横断的な学びを通じた総合知の創出や、

自然科学と人文科学を融合した教育も求められている。ジェンダーギャップの解消や

発展段階に応じた探究的な学習の推進も重要な課題である。 

そして、現代の教育では、知識の暗記や「正解主義」に偏重する学びから脱却し、

主体的・対話的で深い学びを重視することが必要である。これには、他者との協働や

課題解決型学習（PBL：Problem-Based Learning）などを通じて、自ら考える力を養う

教育が求められている。 

初等中等教育から高等教育、生涯学習まで一貫して学びの質を向上させる必要があ

る。特に大学教育では、学生の学びを中心に据えた質保証や、教育成果を評価する教

学マネジメントが重要である。全ての大学が「3つの方針」（ディプロマ・ポリシー、

カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシー）に基づいた教育を展開し、学

生の多様なニーズに応えることが求められている。 

また、国際的な課題が増加し、地球規模での問題解決が必要とされる中、グロー

バルな視点を持った人材の育成が急務である。グローバル・リーダーや地域社会の活

性化を担う人材を育てるためには、日本や外国の言語や文化を理解しつつ、国際的な

視点で行動できる資質・能力が必要である。 

コロナ禍により停滞していた海外留学や国際交流活動の再活性化、外国語教育の充

実、外国人留学生の受け入れ環境の整備が必要である。また、デジタル技術を活用し

た国際交流プログラムや遠隔教育の推進も重要な施策として挙げられる。 

さらに、 

ESD（Education for Sustainable Development）は、持続可能な開発目標（SDGs）

の実現を支える教育である。地球規模の課題を自らの問題として捉え、解決に向けて

行動する力を養うことを目的としている。この教育を通じて、新しい価値観を形成し、

行動を変容させることが期待されている。 

ESDはグローバル人材の育成にも資する取り組みであり、児童・生徒がグローバル

な環境を体験できる機会を提供することが重要である。 

近年、海外では多様な才能を持つ個人が非連続的なイノベーションを創出し、企業

や社会に大きな貢献を果たしている。一方で、日本では個々の才能を伸ばす教育が十

分に行われていないという課題がある。 

画一的な教育の弊害を排し、一人ひとりの才能や能力に応じた最適な学びを提供す

ることが求められている。多様性を重視し、異質な要素との融合によって新しい価値

を創出する教育が重要である。 

地域社会の持続可能な発展には、地域への愛着や誇りを持ち、地域課題の解決に主

体的に取り組む人材の育成が必要である。そのためには、地域や産業界、学校が連携
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し、実践的な教育を推進することが重要である。 

大学や高等専門学校、専修学校の役割を強化し、地域ニーズに応じた教育プログラ

ムを構築することが期待されている。また、起業家教育（アントレプレナーシップ教

育）の推進や、大学院教育の強化も重要な課題である。 

さらに、人生 100 年時代において、学びの多様化とリカレント教育（学び直し）が

必要とされている。職業に直結した学びだけでなく、人生を豊かにするための学び

や、ライフステージに応じた柔軟な学びが求められている。 

高齢者も含めたエイジフリーな学びの機会を提供し、地域社会との連携を深めるこ

とで、生涯学習社会の実現を目指す必要がある。学校教育と社会教育が連携し、地域

全体で学びの場を提供することが求められている。 

我が国は諸外国と比べて労働生産性の低さが課題となっているが、その一因として

社会人の学び直しの割合が低い点が挙げられる。リカレント教育を通じて、産業界が

求める高度な専門知識やスキルを持つ人材を育成することが重要である。 

大学や専門学校などの教育機関では、社会人が学びやすいプログラムを提供すると

ともに、学びの成果が企業で適切に評価される仕組みを整える必要がある。さらに、

学修歴や成果の可視化を進め、キャリアアップを支援する環境を整備することが求め

られている。 

 

（２）基本方針２：誰一人取り残されず、全ての人の可能性を引き出す共生社会の実現

に向けた教育の推進 

一人一人の多様なウェルビーイングを実現するためには、誰一人取り残されず、全

ての人の可能性を引き出す学びを教育活動に取り入れていく必要がある。 

近年、いじめの重大事態や児童生徒の自殺、不登校の増加が憂慮されている。さら

に、児童虐待、ヤングケアラー、貧困、アレルギー疾患やメンタルヘルスなど、子供

たちが直面する問題は多様化しており、障害のある子供や医療的ケア児に対する支援

も重要である。性的マイノリティや特異な才能を持つ児童生徒、多文化共生の視点が

必要な外国人の子供への対応も課題となっている。 

これらの課題に対応するため、多様性を認め、他者のウェルビーイングを思いやる

教育環境を整備することが求められる。さらに、支援を必要とする子供たちの"弱み"

に着目するだけではなく、その"強み"を引き出し、マイノリティの尊厳を守りながら、

多様性を尊重する社会の実現を目指す必要がある。また、「多様性」、「包摂性」、「公

平、公正」（Diversity, Equity and Inclusion）の考え方を取り入れた教育資源の配

分が重要である。 

教育は地域や地理的条件を問わず平等であるべきであり、離島や中山間地域でも充

実した教育を受けられる環境を整備する必要がある。また、障害のある学生や社会的

弱者に対する生涯学習機会の提供も重要である。 
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異なる立場や価値観を持つ人々が共に学び合い、同調圧力に偏らない教育を通じ

て、個別最適な学びと協働的な学びを一体的に推進することが必要である。この取り

組みを通じて、一人一人が自分の可能性を認識し、多様性を尊重する共生社会の実現

を目指す。 

また、「令和の日本型学校教育」答申で提言された「個別最適な学びと協働的な学

びの一体的充実」は、共生社会の実現に向けた教育政策の方向性として重要である。

また、障害者権利条約に基づくインクルーシブ教育システムの推進も不可欠である。 

高等教育においては、多様な価値観を持つ人材が集うキャンパス環境の中で、学生

の学修意欲を喚起し、学修者本位の教育を提供することが求められる。ICT 環境を活

用し、距離や場所、時間の制約を克服することで、全ての学び手がアクセス可能な教

育環境を実現する必要がある。 

また、生徒指導と教育相談を一体化させ、児童生徒の発達を支える取り組みを全教

職員で進めることが重要である。特に体験活動（自然、社会、文化芸術活動）は、自

己肯定感や協調性の向上に寄与し、共生社会の構築に欠かせないものである。 

さらに、地域住民や保護者が学校運営に参画するコミュニティ・スクールや地域学

校協働活動を推進し、地域と学校が連携する取り組みが必要である。この連携によ

り、学び手、学校、地域が三位一体となり、すべての人のウェルビーイングが向上す

る教育環境を築くことが求められる。 

 

（３）基本方針３：地域や家庭で共に学び支え合う社会の実現に向けた教育の推進 

社会教育は、地域住民が共に学ぶ営みを通じて地域コミュニティ形成の重要な役割

を果たしている。近年、防災、福祉、産業振興、文化交流などの分野で地域課題の解

決に向けた政策が示されているが、これらは地域コミュニティが維持されてこそ機能

するものであり、社会教育がその基盤となる。 

地域において共感的・協調的な人間関係を築くためには、社会教育を通じて「つな

がり」や「かかわり」を作り出し、協力し合える土壌を耕すことが求められる。こう

した関係は地域コミュニティの基盤となり、さらに社会全体の基盤へと広がっていく。

「人づくり・つながりづくり・地域づくり」の循環が生まれることで、地域全体のウ

ェルビーイングの向上が期待される。 

このため、地域学校協働活動推進員やコーディネーターの育成、コミュニティ・ス

クールとの連携を進め、社会教育を充実させることで地域の教育力向上とコミュニテ

ィ基盤の強化を図る必要がある。 

また、デジタル田園都市国家構想基本方針において提言されているように、地域の

社会課題解決と魅力向上を目指すため、公民館や図書館などの社会教育施設は、地域

住民の意向を反映させながらその役割を強化することが求められる。特に、貧困状態

にある子供、外国人、障害者やその家族、孤立しがちな若者や高齢者への対応を含む、
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社会的包摂の視点が重要である。 

さらに、オンライン講座やデジタル教育の充実といった機会の拡充に加え、住民同

士が対面でつながりを持つ機会を増やすことが必要である。また、学校施設との複合

化や官民連携による文教施設の整備も、地域コミュニティの拠点形成に寄与するもの

である。 

社会教育活動を支える社会教育主事や社会教育士の役割は増大しており、都道府県

や市町村における社会教育主事の配置促進、社会教育士の活躍機会の拡充が求められ

る。 

生涯学習社会の実現に向け、障害者を含む全ての人々が学び続けられる環境を整え

ることが必要である。障害者の生涯学習機会が不足している現状を改善するため、国

や地方自治体はその推進施策を明確化し、人材育成や理解促進の取り組みを進めてい

く必要がある。 

 

（４）基本方針４：教育デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進 

新型コロナウイルス感染症の拡大は、デジタル化の飛躍的進展をもたらした。教育

分野においてもデジタル化の推進が求められており、ICT の活用が日常化していくこ

とが不可欠である。 

デジタル化には、「デジタイゼーション」、「デジタライゼーション」、「デジタルト

ランスフォーメーション（DX）」の３段階が存在する。第１段階のデジタイゼーショ

ンは紙媒体をデジタル化するプロセス、第２段階のデジタライゼーションはサービス

や業務プロセスそのものをデジタル化する段階である。第３段階の DXでは、デジタル

技術を活用して組織やサービス全体を変革することを指す。 

教育 DX を推進するためには、教育データの標準化や基盤ツールの開発、教育デー

タの分析・利活用が求められる。GIGA スクール構想により１人１台端末が実現し、第

１段階は整備されたものの、第２段階への移行を進め、最終的に第３段階の実現を目

指す必要がある。その際、教育関係者がデジタル技術活用のイメージを共有し、先進

事例を創出する取り組みが重要である。 

DX の推進においては、デジタル機器や教材は手段であり、最終目標はデジタルを

活用して問題解決や価値創造ができる人材の育成にある。 

また、初等中等教育では、情報活用能力の育成、教師の指導力向上、ICT 環境整備

が求められる。また、デジタル教材や学習支援ソフトの活用、次世代校務 DX を通じ

た教育データの活用、学校の働き方改革を進める必要がある。 

高等教育では、遠隔・オンライン教育が進展し、ハイブリッド型教育の導入やデー

タサイエンス履修の促進が求められる。さらに、社会の DX を支える人材育成が必要

とされる。生涯学習においては、遠隔教育の利便性向上やデジタル技術による学習履

歴の可視化、社会教育施設のデジタル基盤強化が重要である。 
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デジタル技術の利活用に際しては、地域や学校間の格差が拡大しないよう支援を行

い、サイバーセキュリティやデジタルリテラシーを含めた教育が重要である。また、

誰一人取り残されない教育を実現するため、遠隔・オンライン教育やデジタル機器を

活用し、すべての人に質の高い教育機会を提供する必要がある。 

デジタルを活用した教育は新たな可能性をもたらす一方で、リアル（対面）の活動

も教育に不可欠である。これらは「二項対立」の関係ではなく、最適な組み合わせを

模索することが重要である。 

例えば、大学では遠隔教育の利便性と対面教育の相互補完が必要であり、小中高等

学校では、ICT を活用した個別学習や協働学習が進められている。一方で、コロナ禍

によりリアルな体験機会が減少したことを受け、地域や企業と連携した体験活動の充

実が求められる。 

デジタルとリアルを効果的に組み合わせることで、それぞれの教育効果を最大化

し、児童生徒の多様なニーズに応える教育を推進することが必要である。 

 

（５）基本方針５：計画の実効性確保のための基盤整備・対話 

教育政策の実効性を確保するためには、経済的・地理的状況にかかわらず子供たち

の学びを支援し、指導体制や ICT 環境を整備することが重要である。地方教育行政の

充実や安全安心で質の高い教育研究環境の整備、大学経営基盤の確立なども必要であ

り、教育政策の柱として推進すべきである。 

また、幼児教育・保育の無償化、就学援助、高等学校等就学支援金、奨学金制度な

ど、幼児期から高等教育段階まで切れ目のない支援を提供することが求められる。経

済的困難に関係なく、希望するすべての子供が質の高い教育を受けられる環境を整備

するため、さらなる施策の充実が必要である。 

一方で、教職の魅力を向上させるため、働き方改革の推進と指導体制の整備が不可

欠である。教師不足や長時間労働の改善に向けて、教員支援員やスクールカウンセラ

ーの活用を進める必要がある。また、ICT環境の充実を図り、GIGAスクール構想の推

進や校務の DXを進めることが求められる。 

また、学校外の多様な担い手が学びを支援する仕組みを強化し、不登校の児童生徒

や引きこもりの青少年を支援する NPO法人、体験活動を提供する企業などとの協働を

推進すべきである。また、地域による支援の格差を減らすため、ICTの活用やコーデ

ィネーターの役割強化が必要である。 

教育研究環境の老朽化対策、防災機能の強化、バリアフリー化などを進めることも

重要である。学校図書館や教材の充実、社会教育施設のデジタル基盤の強化も、質の

高い学びを支えるために不可欠である。 
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私立学校の特色ある教育研究を支えるため、私学助成や寄付金収入など多様な資金

調達の環境整備が必要である。また、経営状況を的確に把握し、早期に対応できる仕

組みを構築する支援が求められる。 

さらに、安全教育の充実を図り、全ての児童生徒が自ら適切に判断し行動できる能

力を身につけることが重要である。学校安全の組織的取組を推進し、家庭や地域、関

係機関との連携を強化すべきである。 

また、令和５年４月に施行されたこども基本法に基づくこども施策と連携し、「学

び」と「育ち」を一体的に推進することが必要である。教育政策とこども大綱の連携

により、子供の健やかな成長を支える仕組みを構築する必要がある。 

教育現場や地方公共団体、子供や保護者、大学など、すべてのステークホルダーと

対話を行い、計画策定やフォローアップを進める必要がある。エビデンスに基づく検

討やパブリックコメントの活用を通じて、共通意識を醸成しながら教育政策を推進し

ていくべきである。 

 

４．教育政策の目標と基本施策 

先に示した基本的な方針のもと、実効ある教育政策を進めていくためには、政策

の目標と具体的な施策を総合的かつ体系的に示すとともに、客観的な根拠に基づき

成果を検証し、より効果的・効率的な施策の立案に生かしていくサイクルを実践し

ていくことが必要である。 

第４期教育振興基本計画では、令和５（2023）年度から令和９（2027）年度まで 

の５年間における①教育政策の目標、②目標を実現するために必要となる基本施

策、③目標の進捗状況を把握するための指標を示している。次図は、目標と基本施

策、指標を一覧にしたものである。 
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第２節 東京都教育ビジョン（第 5次） 

１．東京都教育ビジョン 

東京都教育ビジョン（第 5次）（以下、「本ビジョン」と言う。）は、東京都教

育委員会が令和 6年度から 10年度までの 5年間にわたり推進する教育振興の基本

計画で、都内の教育関係者が共有すべき目標や指針を明確に示し、教育現場での

具体的な取り組みを支援している。第 5次となる今回のビジョンは、子どもたち

が将来の東京社会で活躍できる力を育むため、「自ら未来を切り拓く力の育成」

「誰一人取り残さないきめ細かな教育の充実」「子供たちの学びを支える教職員・

学校の強化」の 3本柱を掲げている。 

新型コロナウイルス感染症の影響やデジタル化の進展により、社会は急速に変

化し、加えて、日本全体では少子高齢化や人口減少、国際競争力の低下など、さ

まざまな課題に直面している。このような時代において、教育は個々の子どもた

ちの可能性を最大限に引き出し、持続可能な未来を実現するための基盤として重

要視されている。 

 

 
【出典】東京都教育ビジョン（第 5 次） 

 

また、本ビジョンの策定にあたり、都内公立学校の約 1万人の子どもたちから

の意見が収集された。子どもたちは、自分の個性やペースに合った学びや、グル

ープ学習や体験学習の充実を求めています。また、ICTの活用や専門家との連携

を通じた学びが記憶に残りやすいという声も寄せられている。さらに、悩みの相

談相手として家族や友人が重要である一方で、誰にも相談しないという回答も見

みられた。これらの意見を基に、より子どもたちに寄り添った施策が検討されて

いる。 
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そして、国が策定した「第４期教育振興基本計画」では、2040年以降の社会を

見据えた教育の役割が示されています。持続可能な社会を創るため、社会課題解

決を通じた経済成長や個々人の生産性向上に向けた教育が求められます。また、

Society 5.0に対応できる人材育成や、ウェルビーイングの向上を教育の使命と

して掲げている。東京都はこの基本計画を参考にしつつ、地域や社会全体で教育

を支える仕組みを構築していく。 

また、「東京都教育施策大綱」は、知事が策定する教育の基本方針を示したも

ので、本ビジョンとは相互補完の関係にある。同施策大綱では、ICTの活用やグロ

ーバル人材育成、インクルージョンの推進などが強調されており、本ビジョンは

これらをさらに具体化したものである。学校、地域、社会全体で協力し、教育の

質を向上させることが目標とされている。 

東京の目指す教育は、「誰一人取り残さない」教育を実現することである。子

どもたちが将来への希望を持ち、自らの力で人生を切り拓ける能力を育むことを

目的としている。また、ICTを活用した学びや、地域・社会の人的・物的資源を活

用した学びが強調されており、学校や家庭だけでなく、社会全体で子どもたちを

支える仕組みが推進されている。 

 

 
【出典】東京都教育ビジョン（第 5 次） 

本ビジョンでは、「自ら未来を切り拓く力の育成」「誰一人取り残さないきめ細

かな教育の充実」「子供たちの学びを支える教職員・学校の強化」という 3 つの柱

を軸に、12の基本方針と 30の施策方向を展開しています。具体的には、基礎学力

の向上、ICT活用、グローバル人材育成、インクルージョンの推進などが含まれて

いる。これらを通じて、教育現場の質を高め、すべての子どもたちが安心して学

べる環境づくりを目指している。 
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２．柱１：自ら未来を切り拓く力の育成 

（１）基本的な方針１：全ての児童・生徒に確かな学力を育む教育 

基本的な方針１では、これからの社会を生き抜くために必要な基礎的、基本的

な知識や技能の確実な習得が求められている。このため、東京都教育委員会は、

個々の児童・生徒の学習進度、興味関心、発達段階に応じた最適な学びを実現す

る取り組みを推進している。また、「主体的・対話的で深い学び」を実現するため、

授業の質を改善することが重要視されている。 

実際には、全国学力・学習状況調査の結果を活用し、児童・生徒の学力や課題

を把握し、指導方法の改善に役立てている。また、ICTを活用した教育が日常化さ

れており、デジタルトランスフォーメーション（DX）の進展を背景に、教育現場

でも一人一台端末を活用した指導が広がっていまる。これにより、個別最適化さ

れた学習の提供が進められており、エビデンスベースでの教育改善が実現されて

いる。 

さらに、東京都は教員の専門性向上を目的とした研修や支援を拡充し、学力向

上の取り組みを支えています。特に、子どもたちの「学ぶ意欲」を引き出すため、

興味関心を引き付ける授業設計や、学びの意義を実感できる体験型のプログラム

が導入されている。これらの取り組みを通じて、東京都は全ての子どもが将来の

希望を持ち、自己実現を目指せる教育を目指している。 
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（２）基本的な方針２：Society5.0 時代を切り開くイノベーション人材を育成する教

育 

Society5.0 の時代に対応するためには、課題発見・解決能力、創造性、リーダ

ーシップ、論理的思考力、表現力など、次世代を担うための資質・能力が求めら

れる。この方針の下、東京都は文理融合型の教科横断的な教育（STEAM教育）を推

進し、展開している。これには、企業や研究機関との連携が含まれており、児

童・生徒がリアルな課題に触れ、実社会での応用力を養う機会が提供されている。 

また、理数教育やプログラミング教育の充実も図られており、東京都立大学な

どの高等教育機関との連携を活用し、研究者による講義やワークショップを実施

しています。この取り組みにより、科学的探究心を深め、次世代のイノベーショ

ンを担う人材の育成が進められている。 
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（３）基本的な方針３：グローバルに活躍する人材を育成する教育 

基本的な方針３では、国際社会での活躍を見据えた人材育成が目的とされてい

る。そのため、児童・生徒が多文化や多言語環境に対応できる能力を身に付ける

ことが重視されている。特に英語教育の充実が重要視され、東京都では CEFR

（Common European Framework of Reference for Languages；英語等の語学の熟達

度を理解するための国際的な基準）に基づく英語力の向上を目標に掲げている。

中学生と高校生の英語力向上のために、教員向けの研修や、児童・生徒が英語を

実践的に使う機会の創出が行われている。 

さらに、海外の文化や国際的な視点を取り入れた学習活動を促進し、多様性を

理解し、他者と協働できる態度を育むことが目指されている。例えば、国際交流

プログラムや、外国語指導助手（ALT）の活用による授業の多様化が図られてい

る。また、日本文化や伝統への理解を深める教育も並行して進められている。こ

れにより、グローバル化の進む社会において、自国の文化を発信しつつ他国の文

化を尊重できる人材の育成が目指されている。 

 

 

 

 

（４）基本的な方針４：主体的に社会の形成に参画する態度を育む教育 

この方針では、子どもたちが自ら考え、行動し、社会に積極的に関与する力を

育むことを目指している。具体的には、探究型学習やプロジェクト型学習を通じ

て、課題発見と解決のプロセスを学ぶ機会が提供されている。子どもたちは、自

ら設定した課題に取り組む中で、情報収集、分析、発表を行い、他者と議論しな

がら問題解決力が養われる。 

また、地域社会や企業との連携を強化し、実社会との接点を持つ活動が奨励さ
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れている。ボランティア活動やインターンシップの機会を増やし、子どもたちが

社会の一員としての役割を意識する教育環境を整備している。これにより、公共

の利益を考え、他者と協力しながら社会課題に取り組む姿勢が育まれている。 

さらに、SDGs（持続可能な開発目標）の理念を教育に取り入れることで、地球

規模の課題に関心を持ち、持続可能な社会づくりに貢献する意識を高めている。

こうした教育を通じて、次世代を担うリーダーとしての基盤を形成することが期

待されている。 
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（５）基本的な方針５：豊かな心を育て、生命や人権を尊重する態度を育む教育 

この方針では、子どもたちが多様な価値観を受け入れ、他者への共感や思いや

りを持ちながら生きる力を育むことが目的である。特に、いじめや差別を防止す

るための教育が重視されており、人権尊重の理念を浸透させる活動が行われてい

る。具体的には、道徳教育や人権教育を充実させ、子どもたちが他者を尊重し、

多様性を受け入れる態度を身に付ける取り組みが進められている。 

また、芸術や文化を通じた情操教育にも力が入れられている。美術館や音楽会

への参加、地域の伝統行事への参加を通じて、子どもたちが感性を磨き、豊かな

心を育む環境を提供している。これにより、子どもたちは自分自身の価値を認識

すると同時に、他者との関係性を深めていくことが期待されている。 

さらに、子どもたちが命の大切さを学ぶ機会として、防災教育や安全教育も推

進されている。これらの教育を通じて、生命を守る行動や、社会の中で責任を持

つ態度を身に付けることが目指されている。 

 

 

 

（６）基本的な方針６：健やかな体を育て、健康で安全に生活する力を育む教育 

基本的な方針 6 では、子どもたちが健康で安全に生活し、持続可能な社会で主

体的に生きていける力を育成することが目標とされている。このため、体育や健

康教育の充実が図られている。体力向上を目的とした運動プログラムの導入や、

栄養教育の強化により、健康的な生活習慣を身に付ける教育が実施されている。 

また、子どもたちが心身ともに健やかに成長できる環境を整えるため、学校カ

ウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置が進められている。これにより、

精神的なサポートが必要な子どもたちに対するケアが充実している。 
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さらに、防災教育や交通安全教育を通じて、子どもたちが危険を予測し回避す

る能力を養う取り組みが進められている。これには、地域の警察や消防署との連

携も含まれ、実践的な学びが提供されている。これらの取り組みを通じて、東京

都は子どもたちが安全で健康的な生活を送れるよう、教育環境を整備している。 
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３．柱２：誰一人取り残さないきめ細やかな教育の充実 

（１）基本的な方針 7：教育のインクルージョンの推進 

基本的な方針７では、障害の有無に関係なく、多様な児童・生徒が共に学び、

成長できる教育環境の整備を目指している。東京都は、「共生社会」の実現を目標

に、通常学級、通級指導、特別支援学級、特別支援学校といった多様な学びの場

の充実を進めている。この取り組みの中で、医療的ケアが必要な児童・生徒や特

別な支援を必要とする子どもたちが適切な教育を受けられるよう支援体制を強化

している。 

例えば、特別支援教室の運営ガイドラインの整備や、特別支援教室専門員の配

置が進められており、個別指導計画の策定が義務付けられている。また、医療的

ケア児に対応するための専用車両や、ICTを活用した学習支援の提供も推進されて

いる。これらの取り組みを通じて、全ての子どもたちが尊重され、可能性を最大

限に伸ばせる環境が整備されている。 

さらに、地域や保護者と連携し、交流および共同学習を進めることで、児童・

生徒が互いに理解し合い、支え合う経験を積むことを目指している。このように、

多様性を尊重しながら共生社会を築く教育の重要性が強調されている。 

 

 

 

 

（２）基本的な方針８：子どもたちの心身の健やかな成長に向けたきめ細かいサポー

トの充実 

基本的な方針８では、心身ともに健やかに成長できるよう、子どもたち一人ひ

とりに対するきめ細かい支援を提供することが目指されている。東京都は、学校

を中心に福祉や医療、地域社会と連携しながら支援体制を構築している。 
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特に、不登校や中途退学の児童・生徒をゼロにすることを目標とし、学校との

つながりが希薄な子どもたちへのアプローチを強化している。支援員やスーパー

バイザーを活用し、家庭訪問やカウンセリングを通じて、個々の状況に応じた支

援を行っている。また、放課後子ども教室や学童クラブの一体化を進め、安全で

安心できる居場所を確保している。 

さらに、ヤングケアラーや虐待の影響を受けた子どもたちに対する支援も拡充

されており、児童相談所や地域支援団体と連携して問題解決に取り組んでいる。

これらの施策は、子どもたちの安全と幸福を第一に考えた取り組みとして進めら

れている。 

 

 

 

 

（３）基本的な方針９：教育活動の推進 

基本的な方針９では、家庭や地域社会と学校が連携し、協働して子どもたちの

成長を支える仕組みを強化することが掲げられている。近年、地域社会の教育力

や子育て機能の低下が指摘される中、地域全体で教育を支える体制の構築が重要

視されている。 

具体的には、「地域学校協働本部」の設置を推進し、地域コーディネーターや

支援員の育成に力を入れています。また、地域住民が教育活動に参加しやすい仕

組みづくりが進められており、区市町村教育委員会と連携して活動を支援してい

る。これにより、地域の教育資源を活用した魅力的な活動プログラムが提供され

ています。 
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さらに、コミュニティ・スクールの普及や放課後子ども教室の充実など、学校

外での学びを支援する取り組みも進められている。これらの施策により、子ども

たちは多様な大人と接し、さまざまな価値観に触れることで、社会性や協調性を

育む機会を得ることが期待されている。 
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４．柱３：子供たちの学びを支える教職員・学校の力の強化 

（１）基本的な方針 10：これからの教育を担う優れた教員の確保・育成 

基本的な方針 10では、教育の質を高めるための優れた教員の確保と育成が重要

視されている。東京都は、教員養成系大学や関連機関と連携し、未来を担う教員

の実践力向上を目指す施策を展開している。具体的には、「東京都教員育成協議会」

において、教員育成のビジョンを共有し、採用や研修の在り方を検討している。

また、教員採用試験の見直しや広報活動を強化することで、より多くの人材を引

き付ける取り組みを推進している。 

採用後の研修体制にも力が入れられており、新任教員のスムーズな現場適応を

支援するための任用前講習や、経験年数に応じた研修プログラムが用意されてい

る。特に、若手教員には実践的な指導力を養う機会を提供し、早期からのキャリ

ア形成を支援している。また、オンライン研修や自己学習ツールの充実により、

教員が主体的に学び続けられる環境が整備されている。 

これらの取り組みを通じ、東京都は教職に熱意と使命感を持つ人材を育成し、

教育現場での質の向上を図っている。 

 

 

 

 

（２）基本的な方針 11：学校における働き方改革等の推進 

基本的な方針 11では、教職員の業務負担軽減や働きやすい環境の整備が重視さ

れている。長時間労働や業務量の多さが教育の質に影響を与える懸念があるため、

東京都は「学校における働き方改革の推進に向けた実行プログラム」を展開し、

具体的な改善策を実行している。 

まず、教員の業務を精査し、地域ボランティアや民間事業者を活用して学校外
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の業務を分担している。これにより、教員が授業や生徒指導に専念できる環境を

整備している。さらに、ICTを活用した校務効率化が進められており、成績管理や

出欠確認などの日常業務のデジタル化が実現している。 

また、部活動改革も行われており、外部指導者の活用や地域との連携により、

教員の負担軽減が図られている。これらの施策により、教職員が心身ともに健康

に働ける環境づくりが進められている。 

 

 

 

 

  



37 
 

（３）基本的な方針 12：質の高い教育を支える環境の整備 

基本的な方針 12では、児童・生徒が安全で快適に学べる環境の整備が目標に掲

げられている。東京都は、学校施設の耐震化や ICT 環境の整備を進めるとともに、

防災機能を強化した校舎の改築を進めている。また、災害用トイレやバリアフリ

ートイレの設置が行われており、誰もが利用しやすい施設づくりが進められてい

る。 

さらに、学校現場での ICT 活用を支える高速通信環境の整備や、一人一台端末

の普及が進められている。これにより、授業でのデジタル教材利用や遠隔学習が

円滑に行えるようになり、教育の質が向上している。また、校務効率化において

も ICTの役割が大きく、教員の業務負担軽減にも寄与している。 

これらの取り組みを通じて、東京都は子どもたちが安心して学び、教職員が働

きやすい教育環境を提供することを目指している。 
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第 2章 八王子市における生涯学習支援事業の現状 

第 1節 八王子市生涯学習プラン 

１．生涯学習プラン策定の背景 

医療体制の充実、医学の進歩、生活水準の向上等により、平均寿命は著しく伸

長し、人生 100 年時代の到来が予測されています。そのような中では、今後、生

涯に２つ、３つの仕事を持つことや、働きながら、または引退後に、ボランティ

アなどの活動をすることがより一般的になると言われている。 

こうしたライフサイクルの中では、若年期において、知識・技能、思考力・判

断力・表現力等、学びに向かう力・人間性等の涵養といった資質・能力を身に付

けることに加え、人生 100 年時代をより豊かに生きるため、生涯にわたって自ら

学習し、自己の能力を高め、働くことや、地域社会や生活上の課題解決のための

活動につなげていくことの必要性が一層高まってきている。 

このような生涯学習を取り巻く状況の変化を捉え、八王子市基本構想・基本計

画「八王子ビジョン 2022（現八王子未来デザイン 2040）」に掲げられた基本理

念・都市像の実現に向け、八王子市生涯学習審議会によるこれまでの生涯学習関

連事業評価や「八王子市生涯学習の振興方策について（答申）」を踏まえ、2020

年（令和２年）から 2024年（令和６年）までの５年間にわたる生涯学習の施策の

方向性と展開を示す新たな「八王子市生涯学習プラン（以下「生涯学習プラン」

という。）」が策定された。 
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２．生涯学習プランの位置付け 

生涯学習プランは、八王子市の基本構想・基本計画である「八王子ビジョン

2022」の生涯学習に関する「個別計画」として位置付け、基本計画に掲げる「目

指す姿」の実現に向けた施策を、総合的・計画的に進めている。 

生涯学習活動に関連する、読書活動やスポーツ・レクリエーション活動のほ

か、文化芸術活動、環境、福祉、健康、男女共同参画などの様々な分野におい

て、市には、それぞれ施策に関する計画が策定されている。生涯学習プランで

は、関連する他の個別計画とも連携が図っている。 

 

 

【出典】八王子市生涯学習プラン 
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３．生涯学習推進のための視点 

国や都の生涯学習の動向及び生涯学習施策の取り組み状況を踏まえ、生涯学習

プランでは以下の３つの視点が挙げられている。 

 

（１）視点１：すべてのライフステージに応じた、切れ目ない学び 

人生 100 年時代においては、生涯の様々なステージに必要となる能力を着実に

身に付け、発揮することが一層重要になる。そして、市民が生涯学習活動への意

欲をもって、学びを継続していくためには、年齢、国籍、障害のあるなしに関わ

らず、誰もが自らの意思によって学べる環境づくりを推進していく必要がある。 

そこで、ライフステージごとに異なる課題を意識し、一人一人の成長や歩みに

応じた多様な学習機会を提供し、人生 100 年時代を見据えたライフサイクルの中

で、一人一人が生涯にわたって必要な知識・技能を身に付け、他者と協働しなが

ら、その成果を生活や地域での活動等に活かすことができる環境づくりが進めら

れている。 

 

 

【出典】八王子市生涯学習プラン 
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（２）視点２：「学び」と「活動」が循環し、地域社会に還元する学び 

いつでも、どこでも、主体的に学ぶことができる環境を整えるためには、学び

のきっかけをつくり、学びたいという意欲に応えられることが重要である。そし

て、学びの意欲が一層高まるようにするには、学びの成果を活かせる機会の充実

が必要となる。 

学びをきっかけに地域社会に参加し、習得した知識や技能・経験を「地域活

動」「ボランティア活動」「PTA 活動」「スポーツ・レクリエーション活動」「文化

芸術活動」「就労」などの活動に活かすことで、充実感が味わえ、また、新たな課

題解決のために学ぼうという「学びと活動の循環」につながり、その成果を地域

社会に還元することを目指している。 

 

 

【出典】八王子市生涯学習プラン 

 

（３）視点３：地域社会全体でつながり、広がる学び 

地域には多様な学びを行っている人が多くいる。その学びを更に発展させるに

は、地域全体がつながっていくことが必要となる。人と学びのつながりの上に、

人と人、学びと学びがつながり、人と地域がつながり、世代間のつながりも加わ

って、地域全体に交流の輪が拡大することになる。そして、このことは、更なる

学びや地域活動を呼び起こすきっかけとなる。 

こうした好循環が生まれるネットワーク化の重要性が高まっている。地域にあ

る教育資源（生涯学習施設・小中学校・コミュニティ施設、大学等）を地域で活
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用し、地域市民・市民団体・企業など様々な主体が連携・協働することによっ

て、学びの輪を地域全体に広げ、活力ある魅力あふれる地域づくりにつなげてい

る。 

 

 

【出典】八王子市生涯学習プラン 
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４．施策の方向性 

生涯学習プランでは、３つの視点を基に、これからの生涯学習施策の方向性と

して、次の６つの方向性を示し、「学びのまち八王子」を目指してる。 

 

（１）社会人の学び直し（リカレント教育） 

人生が 100 年という長い時間となり、小学校から高等学校・大学等まで学び、

１つの職業のみで定年退職を迎え、余生を過ごすという従来の価値観だけでは、

長い人生を充実させていくのは難しくなりつつある。「人生 100 年時代」では、

学校→仕事→老後といった３ステージの単線型の「みち（人生）」ではなく、マル

チステージ型の「みち（人生）」となる。 

八王子市においても、100 年という人生を豊かに送るという観点から、学校卒

業後の社会人等に限らず、若者も高齢者も、生涯にわたって、学びたいときに、

いつでも学び始められ、学んだ成果を活動に活かすことのできる環境づくりが進

められている。 

それまでの人生のなかで培ってきた経験と、新たに学んだことの相乗効果によ

り、その人ならではの力を発揮し、自らの興味に基づいて、仕事や地域社会、生

活上の課題解決に活かすことができるよう、取組が進められている。 

 

（２）若者の学び、高校生・大学政党の活動の支援 

八王子市では、若者（義務教育終了後から 30 歳未満）が社会的に自立し、自

らの「みち」をあるけるよう、生涯学習活動の観点から支援している。 

高校生や、大学・短期大学・高等専門学校などで学ぶ学生は、自分が学んでい

ることが、社会で役立つことを実感したいと考えている。身近で多様な人と関わ

れる地域社会は、学生が自らの力を試し、経験を積むのに素晴らしい場となりま

す。高校生等による地域課題解決型学習をはじめ、学生が地域社会で活動できる

よう支援している。 

その一方で、地域社会は学生を人手として当てにするのではなく、新しい視点

や今までにない立場で発見を提供してくれるパートナーとして捉える必要があ

る。 

市や市民団体と学生がお互いに刺激しあい、相乗効果を得られる学園都市の実

現を目指し、本市で育った学生が世界へ羽ばたき、本市で学んだことを活かして

活躍できるよう、取組が進められている。 

 

（３）子どもの頃から始める生涯の学び 

子どもの頃から、生涯にわたる学びを見据え、様々な自然体験・社会体験等の

体験活動を通して、他者との関わりや社会との関係を学んだり、視野を広げたり
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することは、「生きる力」「学びに向かう力」を身に付け、自分のあるく「みち

（自分らしい生き方）」を見いだし、将来自立した社会人となるための基盤づくり

となる。 

特に情報化社会の中で、子どもたちは知識として知っていても、実際に体験し

たことがないことが増えていることが懸念されている。子どもたちに必要なの

は、バーチャルではない五感で感じることができる原体験である。 

そこで、家庭・地域・学校が連携して子どもを育てていくという視点を加味

し、経験や技能を豊富に持っている高齢者等地域の人との交流を通じて子どもた

ちが体験活動する機会を増やすとともに、学校での学びと地域での学びをつな

ぎ、学びの基礎づくりとなるよう、取組が進められている。 

また、子どもたちにグローバルな視点でものごとを考え、国際理解が深まるき

っかけとなる海外交流の機会が提供できるよう、取組が進められている。 

 

（４）障害者の生涯学習の推進・共生社会実現に向けた取組 

多様な人と人がつながることにより、障害者が自立できることが大切である。 

障害のある人もない人もともに学び、働き、社会参加していくために、学習、

スポーツ・レクリエーション活動、文化芸術などの様々な分野の生涯学習環境の

整備を進めるとともに、学校を卒業した後も、自ら学び、誰もが地域社会の一員

として、人との関わりを持ちながら活躍し、豊かな人生を送れるように、学びた

いという意欲に応じられるよう、多様な学びを提供している。 

また、情報化社会の加速による、情報が得られる人、得られない人との格差の

拡大が懸念されているほか、日本語を母語としない市民も増えている状況があ

る。共生社会の実現、「誰一人取り残さない」社会の実現に向け、生涯学習の環境

を整え、全ての人が生涯学習の機会が得られるよう、取組が進められている。 

 

（５）地域全体で子育ちと子育て家庭を応援 

子育ちと子育ては、決して子育て家庭だけの課題ではない。 

家庭環境の多様化に伴い、本市で行っている、妊娠期から子育て期までの切れ

目ない支援による子育て家庭に寄り添う取組とともに、地域全体で子どもと子育

て家庭を支えていく取組「はちおうじのいえいく（家育）」を進めている。 

保護者の中には自ら相談をすることが難しい人もいることから、地域と子育て

家庭がつながるきっかけをつくり、子育て家庭からも地域の人からも、双方から

アプローチできるように、保護者同士のつながりや、地域の人とのつながりがで

きるよう、取組が進められている。 
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（６）生涯学習活動における学校、家庭、地域等との連携 

地域が抱える課題が多様化・複合化している昨今、誰もが安心して住み続けた

いと感じられる「活力ある魅力あふれるまち」の実現に向け、地域の一人一人が

主体的に取り組むことが求められている。 

一方、地域と学校との関係では、これまで地域が学校を応援する・支援すると

いう一方向の関係性で行われていたものの、今後は地域学校協働活動を通じて、

地域と学校の関係を「連携」「協働」へと発展させていくことが求められている。

学校や子どもたちの視点が重視されがちですが、生涯学習活動の視点から、地域

の人にとっても学びとなる活動に参画できる連携の姿を考える必要がある。 

現在、進めている「社会に開かれた教育課程」を実現するため、学校は地域と

の連携・協働を一層進めることが重要である。地域の多様な人財が学校の教育活

動に参加することは、子どもたちにとって、地域の人の支援により地域を学び、

子どもたちが主体的に地域の課題を見つけ地域の人とともに課題解決に向けた能

動的な学びを行うことを通じて地域への愛着を育むことにつながり、また、参加

する地域の人にとっては、自らの学びの場となることを通じて、特に高齢者にと

っては健康の維持・増進や生きがいになるような活動の機会となるなど、各々の

人たちにとっての自己実現に資することにつながります。そして、地域コミュニ

ティにとっても、これらの取組によって多世代協働が進み、地域の活性化やソー

シャルキャピタルの醸成につながり、子どもの育ちを支える基盤が形成されるこ

とが期待されている。 

これらのことを踏まえ、「地域とともにある学校」を進め、学校施設を生涯学

習活動の視点で捉え直し、地域と学校とが連携・協働した様々な活動の実践によ

って、地域の大人にとっても子どもたちにとってもそれぞれの学びにつながり、

ともにメリットとなるよう、取組が進められている。 
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５．基本理念と基本施策 

生涯学習プランでは、「市民・地域とともに高めあう 学びのまち八王子～み

んながまなぶ いかす つながる～」を基本理念として掲げている。 

そして、この基本理念の実現に向けて、3つの基本方針を定めるとともに、そ

れにより目指す姿を明らかにしている。 

 

 

６．基本理念を実現するための施策 

生涯学習プランでは、基本理念である「市民・地域とともに高めあう 学びの

まち八王子～みんながまなぶ いかす つながる～」を実現するための 3つの基

本施策に基づき、28の具体的施策を実施している。 
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なお、今回の監査報告書では、上述の基本施策に紐づける形で監査の意見を記

載していることから、各基本施策の内容については、「第３編 監査の結果」にて

記載することとする。 
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第３編 監査の結果 

 

第１章 八王子市生涯学習プラン 

第１節 基本施策１：誰もが学べる環境づくり ～まなぶ～ 

１．概要 

八王子市では、地域の特性を生かした体験の機会を充実し、多世代交流を図りつつ、

全ての子どもたちに体験の機会を提供し、子どもの頃から始められる生涯の学びの機

会をサポートしている。子どもの体験不足が指摘される中、子どもが自由に豊かな外

遊びの体験ができる事業を実施する人材を育成し、地域の団体の取組みを支援してい

る。さらに、友好都市等との青少年の交流を継続し、お互いの地域について学ぶ機会

を確保しながら友情を育み、子どもたちの豊かな心を育てる施策を行っている。 

また、人生 100 年時代を見据えた多彩な学習機会を充実させるために、大学等の高

度で専門的な学習機会を継続的に提供する八王子学園都市大学（いちょう塾）を開設

している。また、八王子市の伝統文化や歴史を理解する学習機会、スポーツ・レクリ

エーションに親しむ機会を提供している。さらに、何歳になっても学び直しができる

よう、リカレント教育に取り組むとともに、「いつでも、どこでも、だれでも」読書

に親しめる街の実現を目指している。 

さらに、共生社会実現に向けた生涯学習を支援するために、特に障害のある人、高

齢者が参加しやすい生涯学習の機会を確保している。また、性や国籍に関わらず社会

参画できることに繋がる学びも提供している。 

これらの施策を通じて八王子市では、子どもたちが家庭の環境によらず、多様な体

験活動に参加でき、誰もが、何時でも、何処でも学べる環境で生涯にわたり多様な学

びに取り組める機会を提供することにより、みんながともに学び、みんなが地域の一

員として支えあいながら生涯学習活動に取り組めるまちづくりを目指している。 

 

２．監査の実施 

（１）監査手続きの概要 

各担当課に対して、ヒアリングを実施したうえで、必要と考えられる資料を依頼し、

その資料の閲覧・分析の過程で質問等の監査手続きを行うとともに、以下の生涯学習

スポーツ部が所管する施設の視察を行った。 

施設の視察に際しては、施設の管理・運営状況をヒアリングするとともに、管理す

る備品の実査を行うとともに、職員の勤務状況の確認、現金を取り扱う施設において

は現金出納管理の状況確認を行った。 
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① 現地視察した文化施設 

 

1) 絹の道資料館 
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2) 国史跡八王子城跡（管理棟） 
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3) 国史跡八王子城跡ガイダンス施設 
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4) こども科学館（コニカミノルタ サイエンスドーム） 
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5) 中央図書館 
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6) 生涯学習センター図書館 

 

【出典】以上、八王子市 HP 施設カルテより 
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7) 南大沢図書館 

 

【出典】八王子 HP 八王子市の図書館より 
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8) 桑都日本遺産センター八王子博物館 

 

 

【出典】八王子市 HP 八王子博物館リーフレットより 
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② 現地視察したスポーツ施設 

1) 富士森公園陸上競技場 
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2) 富士森公園野球場（スリーボンドスタジアム八王子） 
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3) 川町運動場 
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4) 富士森体育館 
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5) 総合体育館（エスフォルタアリーナ八王子） 
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6) 甲の原体育館 
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7) 戸吹スポーツ公園スポーツ施設 

【出典】以上、八王子市 HP 施設カルテより 
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（２）監査の結果 

① 絹の道資料館隣地の樹木について（意見） 

絹の道資料館の敷地内に隣地からの草木の越境が次のとおり見られる。 
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隣地からの越境について、市としては危険地域として立ち入りを禁止している（写

真２枚目下部コーン部分）。そして隣地所有者に対し切除をお願いしているという状

況である。 

しかし、民法改正（以下参照）により、隣地から越境しているものについては民法

２３３条第３項により自ら切除することも可能である。 

 

（参考） 

第二百三十三条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の

所有者に、その枝を切除させることができる。 

２ 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り

取ることができる。 

３ 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ること

ができる。 

一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期

間内に切除しないとき。 

二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。 

三 急迫の事情があるとき。 
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 当該施設は、児童が社会科見学でも定期的に訪れる場所であり危険の防除が最優先であ

るため、土地所有者が第一次的に責任を負うべきことから、今後も土地所有者への対応の

申し入れを継続しつつ、事態の深刻化が懸念される場合には私有地の立木竹に係る公費負

担による対応は極力慎重に判断されるべきものであるが、当該条文を根拠に自ら切除する

ことも検討する必要がある。 

（文化財課） 
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② 絹の道資料館のトイレについて（意見） 

絹の道資料館内のトイレの入り口には、このような記載がある。 

 

 

 

 

このように、車いすの方や、高齢者、子供連れまで幅広く利用することが可能であ

るように思われ、おむつ交換もできるかのように記載されている。 

しかし、トイレ内部は下記写真のとおり、おむつ替えをするための台があるわけで

はなく、入口の記載とトイレの備品内容が一致していないと考えられ、適切な設備を

設置することが求められる。当該資料館は散策にきて、お弁当を食べる人も休日には

見られることからそういった幼児への対応も必要になると考えられる。 

（文化財課） 
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③ 国史跡八王子城跡ガイダンス施設の設備について（意見） 

八王子城跡ガイダンス施設の入り口に次のようなものがおかれている。 

 

 

これは上部のプロジェクターから下の白い模型に対して映像が投影される仕組みに

なっており、当時の八王子城の状況や位置関係がわかる設備である。 

しかし、現在プロジェクターのランプ切れにより映像の投影ができない状況となっ

ている。 

当該ランプが生産終了になっており、プロジェクター設備自体の更新が必要とのこ

とであるが、多額の費用を要するため、設備の更新は困難な状況にあるとの事であっ

た。この設備については八王子市のホームページに置かれている YouTube からも使用

している際の状況がみることができるようになっている。 

 

参照 

https://youtu.be/XLbtauBlCCU 

 

八王子市の公式 YouTube チャンネルの動画に使用されていることや、施設の入口に

設置されていることを鑑みると、現状のままにしておくことは好ましいとは思えず、

設備を更新するか、もしくは費用の問題があるのであれば代替の利用方法について検
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討することが望ましい。 

（文化財課） 

 

④ 北条氏照友垣絵巻について（意見） 

八王子城跡ガイダンス施設等において、北条氏照友垣絵巻という企画のもと、「氏

照」「比佐」「虎丸」「レース」というキャラクター展開が行われている。 

 

 

当該キャラクターは八王子市教育委員会の職員が作成をしたとのことである。また

今後このキャラクターを利用したグッズ等の販売を構想しているとのことである。 

著作権の帰属先については既に作成者も含めて整理がついているとのことだが、商

標として権利登録をしておくことで、権利関係を明確にしておくことも必要と思われ

る。 

（文化財課） 
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⑤ 郷土資料館（桑都日本遺産センター八王子博物館）の魅力発信について（意見） 

八王子市郷土資料館は昭和 42 年 4 月に開館し、令和 3 年 3月 31日をもって建物の

老朽化等を理由に閉館した。この機能の一部を引き継ぐかたちで、桑都日本遺産セン

ター八王子博物館（はちはく）が令和 3年 6月に JR八王子駅南口直結のサザンスカイ

タワー八王子 3階にオープンさせた。 

はちはくは、駅直結という利便性や他のテナントからの人の流れにより入館者数は

開館から伸びており、令和 5年度絵は入館者数が 54,000 人に至っている。 

これとは別に、八王子駅南口エリアに、令和 8年 10月に「集いの拠点」が誕生し、

そこには歴史・郷土ミュージアムの開館が予定されている。 

 

 

「集いの拠点」の集客力は未知数ではあるが、利便性を既に有し着実に入館者数が
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伸びている既存施設との関係や合理性を考慮しながら、八王子市歴史文化の魅力を発

信していくことが引き続き望まれる。 

（文化財課） 

 

 

⑥ 富士森公園陸上競技場における備品管理について（意見） 

当該施設の内部統制や施設及び備品管理状況を確認するため、現地視察を実施し、

担当者へのヒアリング、備品管理状況の確認を行った。 

【出典】八王子市 HP 

 

備品については、試査により備品台帳から現物の実在性を確認し、現物から備品台

帳への計上を確認することで網羅性を確認した。抽出したサンプルは以下の通りであ
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る。 

 

 

全ての備品資産について突合をすることは出来たが管理する上で１点懸案事項があった。

それは備品を管理する上で貼付する管理シールが現物には貼付されておらず、別冊管理さ

れていた点である。現実的に屋外に保管されるものや、高跳び用マットなど貼付が難しい

ものも存在し、それらを別冊管理することは合理的ではあるが、室内のホワイトボードや

机・放送設備等については、貼付して管理する方がより簡素であり、八王子市の所有物で

あることを示すことも容易であると考える。施設管理を指定管理者に委託していることも

あり、ヒューマンエラーを防ぐ観点からも、早急に統一的な管理手法を全庁的に決定し、

運用を始めることが望まれる。 

（全庁的事項、スポーツ施設管理課） 

 

⑦ 総合体育館における備品管理について（意見） 

当該施設の内部統制や施設及び備品管理状況を確認するため、現地視察を実施し、

担当者へのヒアリング、備品管理状況の確認を行った。 

備品については、試査により備品台帳から現物の実在性を確認し、現物から備品台

帳への計上を確認することで網羅性を確認した。 

その結果、次の網掛けの固定資産が確認できず、また、代わりに登録が確認できな

い固定資産が設置されていた。これは固定資産入替の際のオペレーションエラーであ

るとのことである。除却したはずの固定資産が台帳に計上されたままで、新規取得の

固定資産が登録されず実際に使用することができてしまうと、市の財産である固定資

産の実在性を担保できず、紛失や故障が生じた際など管理が滞り、利用者サービスに

大きな影響がでる。 

固定資産購入、登録、利用開始及び除去入替の一連の流れを再確認するとともに、

定期的に固定資産の棚卸を実施し、管理に漏れがないかを確認していく統制が必要で

ある。 

 

備品番号 物品番号 品名 取得価格 取得日 受入事由 摘要 規格 重要備品区分 備考
10400293 116003154 Ｊボックスセパレートシートタイプ 1,365,100 2020/01/24 購入 Ｊボックスセパレートシートタイプ ルイ高　RT-R141106 重要備品 富士森公園陸上競技場　メインスタン側レーン外
10400294 116003154 Ｊボックスセパレートシートタイプ 1,365,100 2020/01/24 購入 Ｊボックスセパレートシートタイプ ルイ高　RT-R141106 重要備品 富士森公園陸上競技場　メインスタン側レーン外
10400295 116003154 Ｊボックスセパレートシートタイプ 1,365,100 2020/01/24 購入 Ｊボックスセパレートシートタイプ ルイ高　RT-R141106 重要備品 富士森公園陸上競技場　メインスタン側レーン外
10400296 116003154 Ｊボックスセパレートシートタイプ 1,365,100 2020/01/24 購入 Ｊボックスセパレートシートタイプ ルイ高　RT-R141106 重要備品 富士森公園陸上競技場　メインスタン側レーン外
10400297 116003154 Ｊボックスセパレートシートタイプ３人掛 1,084,600 2020/01/24 購入 Ｊボックスセパレートシートタイプ３人掛 ルイ高　RT-R141104K01A 重要備品 富士森公園陸上競技場　メインスタン側レーン外
10400298 116003154 デジタルスコアボード 1,188,000 2020/01/24 購入 デジタルスコアボード ルイ高　RT-S180904 重要備品 富士森公園陸上競技場　用器具庫１内
10400299 116003154 デジタルスコアボード 1,188,000 2020/01/24 購入 デジタルスコアボード ルイ高　RT-S180904 重要備品 富士森公園陸上競技場　用器具庫１内
10400302 116003154 人工芝用台車 880,000 2020/01/24 購入 人工芝用台車 ルイ高　RT-F310502 富士森公園陸上競技場
10400352 116003154 RGBフィニッシュコーダー1カメラシステム 7,689,000 2020/01/24 購入 RGBフィニッシュコーダー1カメラシステム ＮＩＳＨＩ　ＮＭＦ１０００Ｖ０２ 重要備品 富士森公園陸上競技場　本部室用器具庫内
10400357 116003154 電子音スタート発信装置フルセット 5,005,000 2020/01/24 購入 電子音スタート発信装置フルセット ＮＩＳＨＩ　ＮＭＳ４５０Ｂ 重要備品 富士森公園陸上競技場　本部室用器具庫内
10400358 116003154 フィニッシュタイマーＷ 6,105,000 2020/01/24 購入 フィニッシュタイマーＷ ＮＩＳＨＩ　ＮＭＳ３０２Ｗ 重要備品 富士森公園陸上競技場　用器具庫１内
10400361 116003154 決勝審判台 2,246,200 2020/01/24 購入 決勝審判台 ＮＩＳＨＩ　ＮＦ１１１３Ｂ 重要備品 富士森公園陸上競技場　第１コーナーフィニッシュ地点
10400377 116003154 超音波風速計 820,600 2020/01/24 購入 超音波風速計 ＮＩＳＨＩ　ＮＭＳ２００ 富士森公園陸上競技場
10400378 116003154 超音波風速計 820,600 2020/01/24 購入 超音波風速計 ＮＩＳＨＩ　ＮＭＳ２００ 富士森公園陸上競技場
10400379 116003154 超音波風速計 820,600 2020/01/24 購入 超音波風速計 ＮＩＳＨＩ　ＮＭＳ２００ 富士森公園陸上競技場
10400388 116003154 走高跳用マット 1,295,800 2020/01/24 購入 走高跳用マット ＮＩＳＨＩ　Ｆ５０１Ａ０４ 重要備品 富士森公園陸上競技場　用器具庫１内
10400389 116003154 走高跳用マット 1,295,800 2020/01/24 購入 走高跳用マット ＮＩＳＨＩ　Ｆ５０１Ａ０４ 重要備品 富士森公園陸上競技場　用器具庫１内
10400392 116003154 棒高跳用マット 2,808,300 2020/01/24 購入 棒高跳用マット ＮＩＳＨＩ　Ｆ５１１Ａ０４ 重要備品 富士森公園陸上競技場　用器具庫１内
10400400 116003154 投てき距離標識 1,252,900 2020/01/24 購入 投てき距離標識 ＮＩＳＨＩ　Ｆ１２６１ 重要備品 富士森公園陸上競技場　用器具庫２内
10405899 121001128 東京2020大会マスコット（ミライトワ）像 2,259,521 2021/09/06 取得品 東京2020大会マスコット（ミライトワ）像 サイズ：W1,300mm×H1,485mm×D1,300mm　 重要備品 富士森公園陸上競技場前広場
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（スポーツ施設管理課） 

 

 

⑧ 戸吹スポーツ公園スポーツ施設における備品管理について（意見） 

当該施設の内部統制や施設及び備品管理状況を確認するため、現地視察を実施し、

担当者へのヒアリング、備品管理状況の確認を行った。 

備品については、試査により備品台帳から現物の実在性を確認し、現物から備品台

帳への計上を確認することで網羅性を確認した。 

その結果、備品の実在性・網羅性につき特筆すべき事項は発見されなかった。 

しかし、屋外で保管されている備品については、シールが剝がれやすい環境下であ

ることを考慮し、シール貼付ではなく固定資産台帳管理等に統一し、台帳と現物備品

とのつながりを確かめる体制に改めていくなど、早急に統一的な管理手法を全庁的に

決定し、運用を開始することが望まれる。 

 

 

（全庁的事項、スポーツ施設管理課） 

 

⑨ ネーミングライツに関する規定について（意見） 

近年、多くの自治体において、景気停滞及び財源不足が見込まれるなか、新たな収

入源の確保が課題となっている。そのような課題の対応策として、安定的な市の自主

財源確保し持続可能な施設の運営をし、知名度や集客力を向上に寄与するため、民間

の資金を活用するネーミングライツを導入する自治体が増加してきている。ネーミン

グライツは契約により施設の名称に企業名や愛称等を付与させる代わりに、ネーミン

グライツを取得した企業等（以下、「ネーミングライツパートナー」）から対価を得

て、施設の運営維持と利用者のサービス向上を図るものである。 

八王子市では、 平成 23年(2011 年)に八王子市民会館が八王子市子安町のサザン

スカイタワー八王子に新築移転したタイミングでオリンパス株式会社とネーミングラ

イツ契約を締結したことを始まりとし、現在では次の施設においてネーミングライツ

契約を締結している。 

備品番号 物品番号 品名 取得価格 取得日 受入事由 摘要 規格 重要備品区分 備考
10362592 116002154 バスケット台 6,440,061 2014/07/31 購入 バスケット台 セノーDA0956 重要備品 スポーツ施設管理課　総合体育館　アリーナ倉庫
10362593 116002154 バスケット台及びセッティングゲージ 7,038,214 2014/07/31 購入 バスケット台及びセッティングゲージ セノーDA0713・セノーDA070001 重要備品 スポーツ施設管理課　総合体育館　アリーナ倉庫
10362594 116002154 バスケット台及びセッティングゲージ 7,038,214 2014/07/31 購入 バスケット台及びセッティングゲージ セノーDA0713・セノーDA070001 重要備品 スポーツ施設管理課　総合体育館　アリーナ倉庫
10362595 116002154 バスケット台及びセッティングゲージ 7,038,214 2014/07/31 購入 バスケット台及びセッティングゲージ セノーDA0713・セノーDA070001 重要備品 スポーツ施設管理課　総合体育館　アリーナ倉庫
10362793 116002154 電光得点表示装置 10,356,823 2014/07/31 購入 電光得点表示装置 セノーDS7001 重要備品 スポーツ施設管理課　総合体育館　アリーナ倉庫
10362794 116002154 電光得点表示装置 10,356,823 2014/07/31 購入 電光得点表示装置 セノーDS7001 重要備品 スポーツ施設管理課　総合体育館　アリーナ倉庫
10362795 116002154 電光得点表示装置 10,356,823 2014/07/31 購入 電光得点表示装置 セノーDS7001 重要備品 スポーツ施設管理課　総合体育館　アリーナ倉庫
10362963 114001999 体成分分析機 677,901 2014/07/31 購入 体成分分析機 ミズノBOCAx2 スポーツ施設管理課　総合体育館　トレーニング室
10362964 116004999 トレッドミル 823,838 2014/07/31 購入 トレッドミル セノーBG2200　ラボードLX2200 スポーツ施設管理課　総合体育館　トレーニング室
10362965 116004999 トレッドミル 823,838 2014/07/31 購入 トレッドミル セノーBG2200　ラボードLX2200 スポーツ施設管理課　総合体育館　トレーニング室
10362966 116004999 トレッドミル 823,838 2014/07/31 購入 トレッドミル セノーBG2200　ラボードLX2200 スポーツ施設管理課　総合体育館　トレーニング室
10362967 116004999 トレッドミル 823,838 2014/07/31 購入 トレッドミル セノーBG2200　ラボードLX2200 スポーツ施設管理課　総合体育館　トレーニング室
10362968 116004999 トレッドミル 823,838 2014/07/31 購入 トレッドミル セノーBG2200　ラボードLX2200 スポーツ施設管理課　総合体育館　トレーニング室
10362969 116004999 トレッドミル 823,838 2014/07/31 購入 トレッドミル セノーBG2200　ラボードLX2200 スポーツ施設管理課　総合体育館　トレーニング室
10362970 116004999 トレッドミル 823,838 2014/07/31 購入 トレッドミル セノーBG2200　ラボードLX2200 スポーツ施設管理課　総合体育館　トレーニング室
10362971 116004999 トレッドミル 823,838 2014/07/31 購入 トレッドミル セノーBG2200　ラボードLX2200 スポーツ施設管理課　総合体育館　トレーニング室
10362972 116004999 トレッドミル 823,838 2014/07/31 購入 トレッドミル セノーBG2200　ラボードLX2200 スポーツ施設管理課　総合体育館　トレーニング室
10362973 116004999 トレッドミル 823,838 2014/07/31 購入 トレッドミル セノーBG2200　ラボードLX2200 スポーツ施設管理課　総合体育館　トレーニング室
10362974 116004999 トレッドミル 823,838 2014/07/31 購入 トレッドミル セノーBG2200　ラボードLX2200 スポーツ施設管理課　総合体育館　トレーニング室
10362975 116004999 トレッドミル 823,838 2014/07/31 購入 トレッドミル セノーBG2200　ラボードLX2200 スポーツ施設管理課　総合体育館　トレーニング室
10363015 116004154 トールファンクショナルトレーナー 1,263,721 2014/07/31 購入 トールファンクショナルトレーナー サイベックスBB908810・FT450 重要備品 スポーツ施設管理課　総合体育館　トレーニング室
10363146 104016085 貴重品用ロッカー 1,101,589 2014/07/31 購入 貴重品用ロッカー アルファロッカーシステムFBS-46VR　W900×D300×H1609 重要備品 スポーツ施設管理課　総合体育館　１階ホール

受入事由 摘要 規格 重要備品区分 備考
購入 乾電池式スポーツタイマー トーエイライト B-843 戸吹スポーツ公園
購入 乾電池式スポーツタイマー トーエイライト B-843 戸吹スポーツ公園
購入 アルミ指揮台 トーエイライト T-1148 戸吹スポーツ公園
購入 放送音響機器 ビクター PE-W51DCD ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ1本･有線ﾏｲｸ1本付属 戸吹スポーツ公園
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一般的にネーミングライツ契約にはメリットがある一方、契約内容によってはデメ

リットが生じることも想定され、契約主体としての契約内容、契約条件及び方針を明

確にしておく必要があることから、ネーミングライツの対象施設に共通する規定とし

て「ネーミングライツに関する規定」等を制定する必要がある。 

この点、八王子市では、ネーミングライツ契約を開始してから 10 年超経過してい

るものの、対象施設となっているスポーツ施設管理課が制度やルールを整備・運用し

ており、八王子市としての統一的なルール化がなされていないのが現状である。募集

時に公表されている募集要項には詳細な条件等が記載されており、現状、契約上問題

は生じていないが、今後はスポーツ施設管理課以外が管轄する他の施設に導入される

可能性もある。よって、総合経営部が主体となり「ネーミングライツに関する規定」

を整備し、対象施設、契約期間、募集方法（施設特定型又は企業提案型）、提案の内

容、審査方法などの方針を明確にすると共に手続の統一化を図っていく必要があると

考えられる。 

（総合経営部経営改革課、スポーツ施設管理課） 

 

⑩ 富士森公園野球場（スリーボンドスタジアム八王子）における消耗品の管理方法につ

いて（意見） 

富士森公園野球場を視察した際に、グランドマーカーが保管されていた。グランド

マーカーとは、スポーツ競技のトラック、野球場などに白線を引く際に用いられる粉

のことでありラインカーに粉を投入して使用されるものである。 

グランドマーカーの在庫管理については、納品数、使用数、残数についてはスポー

ツ施設管理課のほうで管理簿を使用し記録しているとのことである。しかしながら、

野球場利用者はラインカー内に粉がなくなると、グランドマーカーを自由に補充し使

用できる環境にしており、グランドキーパーが使用数量について報告等を受けるよう

な体制にはなっていない。これはプレーを中断することなくスムーズに白線をひくこ
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とができるようにするためであるとのことであるが、使用数量を把握していない場

合、管理簿に記録されている使用数についても正確なものであるか分からない状況で

ある。この場合、例え、紛失や盗難があったとしても、その事実を把握することが難

しいといえる。 

また、定期的な現物実査を行い、受払簿における在庫数との差異の有無を把握して

いる証跡が残されていない。 

消耗品とはいえ、価値があるものであるため、野球場利用者が追加で使用した際に

は、プレー終了後にグランドキーパーが使用数量についての報告を受ける等の方法で

使用数量を把握すること、また、定期的に現物の確認を行い、受払簿上の残数量と現

物数量との差異の有無、差異が発生した場合にはその原因について調査し、再発防止

策を講じる管理方法とすることを検討されたい。 

 

 

 

（スポーツ施設管理課） 

 

⑪ 中央図書館における備品管理について（意見） 

当該施設の内部統制や施設及び備品管理状況を確認するため、現地視察を実施し、

担当者へのヒアリング、備品管理状況の確認を行った。 

備品については、試査により備品台帳から現物の実在性を確認し、現物から備品台帳

への計上を確認することで網羅性を確認した。抽出したサンプルは以下の通りであ

る。 
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その結果、固定資産の実在性につき特筆すべき事項は発見されなかった。 

ただし、固定資産を確認していくうえで、明らかに使用されていない固定資産が見

受けられた。 

以下、その際の写真である。 

 

 

備品番号 物品番号 品名 取得価格 取得日 受入事由 摘要 規格 重要備品区分 備考
10085660 111002999 三管式カラーカメラ 772,500 1984/10/12 購入 三管式カラーカメラ ナショナルＷＶ－５５５Ｈ 中央図書館　3階　視聴覚ホール
10085676 111002123 三管式カラーカメラＥＮＧタイプ 772,500 1984/10/12 購入 三管式カラーカメラＥＮＧタイプ ナショナルＷＶ－５５５Ｈ 中央図書館　3階視聴覚ホール
10085687 111002999 １６ｍｍ映写機 799,000 1984/11/30 購入 １６ｍｍ映写機 エルモＸＰ－３８０ 中央図書館　3階　視聴覚ホール
10085727 111002123 ビデオプロジェクター 1,277,200 1995/05/31 購入 ビデオプロジェクター ナショナルＴＨ－Ｂ１０１０Ｃ 重要備品 中央図書館　3階　視聴覚ホール天井
10255551 105016999 貸出手続確認装置 968,100 2007/02/13 購入 貸出手続確認装置 住友３Ｍ㈱　Ｍ-３５０２　５Ｄ－１　 中央図書館　1階　入口
10346500 105016999 貸出手続確認装置 900,900 2009/03/10 購入 貸出手続確認装置 住友３Ｍ（株）Ｍ－３５０２　５Ｄ－１　 中央図書館　2階　入口
10401755 108003098 LIVA図書消毒機 806,300 2020/06/30 購入 LIVA図書消毒機 6冊用/カラー：ホワイト 中央図書館　1階　開架
10401756 108003098 LIVA図書消毒機 806,300 2020/06/30 購入 LIVA図書消毒機 6冊用/カラー：ホワイト 中央図書館　1階　開架
10407553 108003098 LIVA図書除菌機 1,045,000 2022/03/31 購入 LIVA図書除菌機 6冊用/カラー：ホワイト 重要備品 由木中央市民センター図書館
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これらの写真は、八王子市中央図書館 3 階の視聴覚ホール（現状未使用時は自習室

として開放）のための準備室である。ここには以前使用していた 16mm映写機やビデオ

プロジェクターなどが保管されている。八王子市中央図書館ができた昭和 60年より使

用されていた。しかし、現時点では規格や他のＩＴ機器が大幅に刷新されており使用

することはないとのことである。 

八王子市としての財産である固定資産は大事に取り扱うことを求められる。しか
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し、廃棄した結果スペースが生まれれば、有効活用の可能性も広がることから、規格

の外れたものや使う用途がないものについては、適宜廃棄してく必要があると考え

る。 

 

⑫ 備品管理について（全庁的事項）（意見） 

「八王子市物品管理規則」（以下、規則とする）が八王子市の備品の適切な管理を

定めている。八王子市の備品管理について、改めて全庁的な再検討を提案したい。 

 

1) 規則第 5 条第１項における『備品(予定価格が 50,000 円以上のものに限る。)』との定

めについて 

現在の備品台帳には、予定価格を記載する欄は設けられておらず、取得価格が記載

されている。例えば、取得価格が 5 万円以下の備品が「富士森公園陸上競技場」では

2 点、「富士森体育館」では 48 点等、複数散見される。さらに、「スポーツ振興課」で

は１万円以下の備品も 3 点あり、当該備品が予定価格 5 万円以上で台帳に登録された

ことによるのか、あるいは、本来は消耗品として処理するのが妥当なのかの判断が台

帳上困難であり、一覧して全庁的に網羅的な備品管理を行う視点から、取得価格を基

準価格とする方が望ましいと思われたことから、再検討を求めたい。 

 

2) 規則第 5 条第２項における『歴史、民俗等に関する資料については、予定価格が

50,000 円未満であっても備品とする。』との定めについて 

現在の備品台帳では、例えば、「文化財課」では 828 点、「八王子博物館」では 259

点の 5 万円未満の備品が登録されており、金額少額のものも含まれているが、そのう

ちの多くは歴史資料である。ひとたび備品台帳に計上されると、備品表示票の貼付け

や現物照合、出納管理等の事務処理が生じ、実務上の負担が大きくなるので、歴史に

関する資料を備品とする趣旨を明確にし、一律に備品とするのではなく、真に備品と

して管理すべき対象を備品登録し台帳管理されるよう再検討を求めたい。 

 

3) 施設の建設工事費に含まれてしまっている備品管理について 

現場視察において、備品表示票の貼付けがされていないもので、備品ではないかと

思われる事例が散見されたことからその理由を確認した。その結果、施設を建設（あ

るいは改修）する際、建物等に含めて一括計上しているものが散見された。そのため、

本来であれば備品台帳に計上され、個別管理されるべき多くの備品が、台帳管理され

ておらず、年に一度の棚卸確認も行われていない現状にある。今後同様の事例が生じ

ないよう、施設建設時に購入等を行った八王子市所有備品について、漏れなく備品と

して適切に管理できるように状況を把握するとともに、取扱いのルールの見直しを求

める。 
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4) 備品台帳における備品の所在場所の記載方法について 

サンプルによって備品台帳から備品現物の照合を行う際、備品台帳に備品の所在場

所が記載されていないため、あるいは、所在場所の記載方法が統一的に定められてい

ために、備品台帳から備品現物を探すのが困難な事例があった。 

現状の備品台帳では『備考』欄に所在場所の記入がされているものが多いが、空欄

になっていて所在場所の情報が記入されていないものも多数あり、備品台帳からの現

物照合が難しいものがあった。全ての備品に所在場所の情報が記入される仕様に備品

台帳を改めることを求める。 

 

5) 備品台帳への計上基準の検討について 

備品の購入原資は税金であることから、その管理は十分かつ適切に行われることが

求められる。さらに、八王子市では 2016年度に新公会計制度を導入したことによって

備品管理は会計的側面からも重要性が増している。一方で膨大な数の備品を備品台帳

で管理するには現場の負担が大きくなり、ルールはあっても守られないことになりか

ねない。 

八王子市では、取得価格 100 万円以上を重要備品と定めて重点管理を行い、予定価

格 5万円以上は備品台帳で管理している。一般的に備品台帳の目的は、「何が、どこに、

どれだけあり、それがいつ、いくらで取得等したものかを網羅的に管理すること」に

ある。 

東京都の特別区では、備品の基準価格を 10万円に設定している区も複数あるとの

こと、八王子市におかれても、現場の事務負担と上記目的達成とのバランスを考慮し

て、備品管理全体の再検討をすることを求めたい。 

 

⑬ 各図書館における出勤簿について（意見） 

図書館には正規職員以外に会計年度任用職員である専門職、アシスタント職が勤務

している。正規職員については、八王子市の庶務事務システムの利用権限があり、当

該システムを使用して、日々の出勤管理、有給休暇申請等を行っている。一方、専門

職については、通常業務に行政情報端末を使用しないことから、また、アシスタント

職については、庶務事務システムへのアクセスが認められていないことから、出勤時

には次の通り、紙ベースの出勤簿に押印、有給休暇申請を行う際には、紙ベースの休

暇等連絡票にて申請を行い所属長に承認を得るという方法によっている。紙ベースの

出勤簿については、月次ベースで所属長が内容を確認し、庶務事務システムへ入力を

行うが、内容確認から入力まで時間を要するうえに、出勤簿の内容を二人体制でチェ

ックすることに加え、システムへの入力後、転記ミスがないかの確認も行っている。 
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次の通り、令和 6 年(2024 年)4 月において、図書館に勤務している職員合計に占める

会計年度任用職員比率は 83％であり、全庁平均である 43％に対して非常に高いことが職

場の特徴として挙げられる。よって、当該事務に多大な時間を要しているのが現状である。 

 

 

この点、次の通り、デジタル推進課では業務効率化のための各種デジタルツールと

して AI-OCR、RPA 電子申請等を導入し、既に多くの所管にて活用されているとのこと



81 
 

である。ここで AI-OCRとは、学習機能をもつ AIと、活字や手書き文字などを画像デ

ータとして取り込み、編集可能なテキストデータに変換する技術である OCR( Optical 

Character Reader)を組み合わせたシステムであり、出勤簿の目視・確認作業の工数

を削減する。RPA（Robotic Process Automation／ロボティック・プロセス・オート

メーション）とは、人がパソコン上で日常的に行っている業務等、人間が繰り返し行

う単純でルーティンな作業プロセスをロボットが代わりに自動化する技術のことで、

庶務管理システムへの転記作業の工数を削減する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらを活用することで、時間のかかる定型業務の作業を自動化し、大幅に労働時

間を削減することが可能である。このデジタルツールは各所管で予算措置することな

く、すぐに利用することができるとのことで、総合経営部デジタル推進課と連携の

上、図書館課でも早期に取り入れる必要がある。当該デジタルツールを取り入れるこ

とにより、上長の確認システム入力作業については削減される。 

しかしながら、会計年度任用職員の日々の出勤簿への押印、有給休暇申請ついては

従来通り紙を基に業務を行っていることから、課題として残っており、時代に合わせ

た作業効率化ができていないことが課題であるといえる。なお、この課題は、図書館

課のみならず、会計年度任用職員を多く任用している他の所管でも発生している課題

であると推測されることから、全庁的な課題として改善していく必要があるといえ

る。 

この点、ＩＣＴを活用した入退管理システムを導入することを検討する必要があ

る。一案として、個々の会計年度任用職員にＩＣカードを配布し、設置したカードリ

ーダーにて出退勤管理を行うことが挙げられる。ＩＣＴを活用した出退勤管理システ



82 
 

ムを導入すると、会計年度任用職員は紙ベースの出勤簿で行う手間がなくなり作業の

効率化が図られる。 

また、出勤の記録データは月次で自動集計されることから、月次報告書の作成工数

についても大幅に減少する。会計年度任用職員及び所属長は、出勤簿の記載、確認作

業を手作業で行う手間が省け、本来の図書館業務を行う時間を確保できるようになる

ため、ICTの活用が期待される。 

(全庁的事項、図書館課) 

 

⑭ 会計年度任用職員（アシスタント職）のシフト表作成方法について（意見）  

前述した通り、図書館課では会計年度任用職員（アシスタント職）が多数勤務して

いる。また、開館日、開館時間も図書館によって異なるものの、基本的には午前 10

時から午後 5時又は午後 7時のため、勤務時間についても 10時から 17時、13時から

17時等、複数の勤務時間を組み合わせてシフト表を作成している。 

毎月、会計年度任用職員に紙ベースで各自の勤務可能日・時間帯を記載してもらっ

たうえで、所属長は勤務シフトを組んでシフト表を作成する必要があるが、シフトを

組み合わせる業務に多大な時間を要しているのが現状である。 

この点、各図書館の事務室にタブレット端末を設置し、その端末に会計年度任用職

員が各自の勤務可能日・時間帯を入力した後、シフト作成ソフトやアプリのようなも

のを利用し勤務シフト表を作成する等、ＩＣＴを活用することを提案する。毎月、大

人数の複雑なシフトを組み合わせてシフト表を作成することに費やす時間を削減し、

図書館業務時間を確保するための対策改善・充実を図ることが期待される。 

(図書館課) 

 

⑮ 八王子市図書館の今後の方向性について（中央図書館）（意見） 

1) 背景 

我が国では 1960 年の高度経済成長を背景に図書館振興が起こり、70年代以降には

各自治体にて図書館数が急速に増加した。そのため現在ある図書館について、今後、

大規模改修に加え、更新も必要になり、経費が急増することが懸念されている。その

一方、自治体は少子高齢化等により社会保障関連費が急増し、厳しい財政状況にある

ことから、図書館を含む公共施設の改修・更新費に充てられる財源不足が大きな課題

となっている。 

 

2) 公共図書館統計推移 

近年、活字離れが進み、書籍の売れ行きが年々減収してはいるものの、次表の日本

図書館協会が行っている「日本の図書館統計」によると、1993年に比べ 2023年度

（令和５年度）の公共図書館数は 2,118から 3,310と 1.56倍に、個人貸出登録者数



83 
 

は 2,195 万人から 5,667万 3千人と約 2.6倍となっている。コロナ禍であった 2020

年から 2023 年までに登録者数が約 10％減少、貸出数についても微減しているもの

の、近年は市民がサードプレイスとして滞在できる居心地の良い場所として過ごせる

よう新たなニーズに対応するべく、他施設との複合化を図り図書館を更新する自治体

が増加してきている。 

老朽化が進んだ図書館、公共施設の

再編への対応策として、学びの場とし

ての自習スペース、保護者が乳幼児を

連れて気兼ねなく利用できるスペー

ス、居心地の良いカフェスペースなど

を整備し、世代を問わず居心地の良い

場所として滞在できる、図書館を中心

とする複合施設を整備する取り組みが

みられる。 

直近では、東京都港区の有栖川宮記

念公園に昭和 48年に開館した都立中央

図書館について東京都が再開発を行う

予定の渋谷区の旧「こどもの城」を含

む周辺の都有地へ移転する方向性が、令和６年（2024年）12月に示された。計画で

は新たな図書館にてデジタル時代に対応させた映像や音楽などを加えた交流の場をつ

くることが検討されている。 

また、次の図書館は、公共施設の併設・複合化が取り組まれた図書館であり、市民

ニーズに対応した新たなサービス展開、蔵書収容能力の限界、閲覧席や書架の不足等

に対応すべく、更新することによって市民の集客に貢献した参考事例である。事業方

式として、民間企業が事業主体となって事業資金を調達し、設計・建築と維持管理ま

で行い、自治体は民間企業に事業費を支払う PFI方式という行財政改革の手法を採用

している自治体もある。 
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3) 八王子における市立図書館の現状 

八王子市には本館である中央図書館の他、三つの分館、五つの分室の合計九つの図

書館が存在し、図書館の設置状況、経年等は次の通りである。 

 

次表は令和 5年度における東京都公立図書館調査総括比較表である。「図書館あた

りのカバーしている自治体面積」はカバーする面積が狭いほど、図書館が身近にある

といえるが、八王子市は一つの図書館がカバーしている面積が 20.71平方㎞と広大で

あり、利用時には遠くまで行かざるを得ない。八王子市の面積には住宅地域からは除

外される山林等が含まれるため、一概に比較することはできないが、立地に偏りがあ

り、これを補完する役割を果す地区図書室の図書館化も停滞しているのが現状であ

る。 
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また、「市民一人あたりの蔵書数」、「市民一人あたりの貸出数」、「登録率」につい

ては、区部平均を下回っており、後述の中央図書館における課題を含めて、対応して

いく必要がある。 

八王子市の図書館の中で中核をなし、「蔵書数」、「市民一人あたりの貸出数蔵書

数」が八王子市一である中央図書館については昭和 60年（1985年）に開館してお

り、建設から 40 年を経過している。不具合が出た部分について小規模な補修・改修

を続けつつ使用されているものの、更新または大規模修繕ができていないのが現状で

ある。一部のトイレについては建設時のままであり、現場視察した際には、児童図書

開架エリア近くにある子供用男子トイレが故障しているものの、構造上の問題もあり

修理が難しいことからそのまま使用不可能な状況が続いていた。子ども達は別のトイ

レを使用しているとのことで、時には不便を感じることもあると推測される。 

建物外観についても、さびが目立っており、業務用エレベーターは古く、館内は全

体的に暗い印象を受けた。また、昭和中後期の設計思想に基づく建築物のため、図書

館に求められている 「サードプレイス」としての機能を備えた建物ではないといえ

る。 

現状のままでは、利用者にとっても、今後の図書館サービス全体を支える中央図書

館としても機能として不十分である。 
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4) 八王子における市立図書館の今後 

八王子市では他の自治体同様、少子高齢化等により厳しい財政状況が続いており、

図書館を含む公共施設の更新・改修費に充てられる財源が不足している状況にある。

しかしながら、八王子市は広い面積を有するにも関わらず図書館数は他の自治体と比

べてカバー率は低く、他の自治体のように集客力のある複合施設型図書館がないこと

も大きな課題となっている。 

令和 8年(2026年)1０月、八王子医療刑務所跡地に、公園・ライブラリ・交流スペ

ース・ミュージアムなどが一体になった複合機能施設である「八王子駅南口集いの拠

点」が誕生するが、「憩いライブラリ」は開館時の蔵書数は３万５千冊程度（最終的

な所蔵数は、５万冊から６万冊）であり、また、貸出等は行わず、閲覧のみとしてい

ることから、規模的にも機能的にも中央図書館を代替するものではなく、異なる役割

を有する施設であるといえる。 

中央図書館については、他の施設との複合化、集約化、併せて効率化も重視して検

討し、八王子市で進めている「第４次読書のまち八王子推進計画」の基本方針１にあ

る「すべての世代への切れ目ない読書活動支援」、基本方針３にある「だれもが快適

に読書に親しめる環境の整備」をし、生涯を通じた学びを支援する中心的な役割を担

っていくことを期待する。 

(図書館課) 

 

⑯ 八王子市スポーツ推進基金について（意見） 

八王子市では、スポーツ・レクリエーションに親しむ機会の充実として、各種スポ

ーツイベントやスポーツ施設の管理運営を行っている。管理運営に当たって一部の施

設については「八王子市スポーツ推進基金」が設置されており、基金管理はスポーツ

振興課の所管となっている。 
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 当該基金には条例があり、スポーツの推進を図るための資金に充てることを目的

とし、積立は一般会計歳入歳出予算として計上されたもの及び指定寄付金として一般

会計歳入歳出予算に計上することで行うものとされている。一方、処分については、

条例により次のいずれかに該当する場合に全部又は一部を処分できるものとされてい

る。 

（１）青少年のスポーツの推進を図るための事業に必要な財源に充てるとき。 

（２）地域の特性を活かしたスポーツの推進を図るための事業に必要な財源に充て

るとき。 

（３）スポーツの推進を図るための施設整備に必要な財源に充てるとき。 

 以上を確認した上で、当該基金が適切に管理運用されているかどうかを、質問と

スポーツ推進基金年度別内訳表を閲覧することで検討した。 

当該基金については、平成４年 10 月１日に指定寄付金により積み立てられたとこ

ろから運用開始されていた。その後は、指定寄付金によるもの、テニスコート利用料

改定分によるもの、施設命名権収入によるもの、運用利子によるもの等により、令和

６年９月３日までに累計で 226,014,947 円（運用利子 1,054,947 円を含む）を積み立

てている。一方で取崩し（処分）は、テニスコートの改修に 53,767,350円、富士森公

園野球場に 8,338,800円の合計 62,106,150円を行ったことを確認した。結果として基

金残高は 163,908,797 円となっている。 

これまでの確認の中で２点懸案事項がある。１つ目は今後の基金運用計画について

である。監査時点で 163,908,797 円の基金残高が存在するが、今後の改修計画とすり

合わせて充分であるのか不足しているのかが判明しない状態となっている。２点目は

八王子市ホームページに記載されているスポーツ推進基金の説明との不整合である。

八王子市ホームページの説明にある主な活用事業として富士森公園野球場改修と記載

があるが、過去の取崩実績では各所のテニスコート改修に多くを使用しているため誤

解を生む可能性があるものと考える。 

（スポーツ振興課） 

 

⑰ スポーツ推進審議会について（意見） 

スポーツ推進審議会は、市民スポーツの推進を図るため、教育委員会への諮問に応

じ、次に掲げる事項について調査審議し、教育委員会に建議することを目的として設

置されている。 

（１）スポーツ推進計画に関すること。 

（２）スポーツの施設及び設備に関すること。 

（３）スポーツの指導者の養成及びその資質の向上並びにスポーツ団体の育成に関

すること。 

（４）スポーツに関する事業の実施及び奨励に関すること。 
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（５）スポーツに関する施策及び事業の評価に関すること。 

（６）前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。 

これを確認した上で、スポーツ推進審議会が上記の目的通りに機能しているかどう

かを会議録閲覧することで確認することとした。スポーツ推進審議会自体の会議録は

活発な意見交換や提言が記録されており十分に機能しているものと考えられる。 

（スポーツ振興課） 
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第２節 基本施策２：学びから広がる地域づくり ～いかす・つながる～ 

１． 概要 

八王子市では、多様化する家庭環境に対して、地域全体で子どもの育ちを支えるた

め、学校と地域が連携・協働し、人と人のつながりを感じながら子育てできる地域づ

くりを進めている。そして、学習した成果を地域活動に活かすきっかけづくりを進め

るとともに、地域で活動するボランティア人材の育成を支援している。また、地域で

の学びの機会を確保するために、地域で役立つ基礎知識講座を数多く開講している。 

また、日々の学習の成果を発表するためのフェスティバルや、練習の成果を発揮す

るための大会の開催をサポートし、広く市民の参加を促し、交流による学び始めのき

っかけづくりや、更なる向上へと繋がる施策を行っている。 

さらに、高校生や大学生等、若者が地域と繋がるきっかけづくりを行い、自主的な

活動を通じて活躍できる機会を充実させるとともに、若者が生涯学習活動を通じて社

会的に自立できるよう、地域全体で応援・支援できる体制を整えている。 

これらの施策を通じて八王子市では、全ての子どもたちの健やかな育ちを地域で支

え、学びが個人に止まらず、社会や地域での活動に活かされ、人と人の交流が新たな

学びにつながり、学習成果が循環する社会を目指している。また、高校生や大学生等、

若者が地域で活躍できる機会が充実し、若者と地域がお互いに高めあって協働する社

会を目指している。 

 

２．監査の実施 

（１）監査手続きの概要 

各担当課に対して、ヒアリングを実施したうえで、必要と考えられる資料を依頼し、

その資料の閲覧・分析の過程で質問等の監査手続きを行った。 

 

（２）監査の結果 

① 生涯学習コーディネーター養成講座について（意見） 

生涯学習コーディネーター養成講座は、八王子市が NPO 法人八王子生涯学習コーデ

ィネーター会と協力し、「生涯学習とは何か」「ファシリテーション」「講座の企画・

運営」「広報の仕方」「生涯学習に活かすことができるデジタルツール」といった講義

を通じて、市民の生涯学習活動を支援する生涯学習コーディネーターの養成を目的と

する講座である。令和 6年度の講座内容としては以下の通りである。 
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【出典】八王子ｺﾐｭﾆﾃｨ活動応援ｻｲﾄ はちコミねっとより抜粋 

 

 

また、直近の市民の参加状況は次表の通りである。 
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【出典】八王子市管理資料より 

 

※ 令和 2 年は新型コロナウイルスにより中止、令和 3 年は、コーディネーター会主催で「コーディネー

ター基礎講座」として開催。 

※ 令和 6 年度の定員は 24 名。 

 

直近の応募者数や受講者数をみると低調であるとともに、コーディネーター会への

入会者割合が全ての年度を通し低い傾向にある。これは、当該講座の魅力が曖昧なの

が要因の一つと考る。NPO 法人八王子生涯学習コーディネーター会の生涯学習コーデ

93 30 22 3

１８年度

計

20

2

11

12

13

14

15

16

17

18

19

10

２３年度 5 5 5 5

29

22 令和6年度 15 12 9

1

3

4

5

6

7

8

9

20

16

１６年度① 151 30 23 21

１６年度② 101 30 26

１７年度

33 24 22

37

年度 応募者 受講者 修了者 コーディネーター会入会者

１５年度 30 30160

193

２７年度 16 16 13 5

28年度 24 21 20 5

令和２年度

中止

３０年度 14 14

848 418 357

令和4年度 20

-

12

２２年度

14

１９年度 21 20 18 11

12

２１年度 15

２０年度 29 23 19 12

23 22

30 27

11 9 ？

令和３年度 -

19 16

２４年度 18 15 11

- -

3

２５年度 24 23 17

21 令和5年度 13 11 8 5

12

10

２６年度 15 13 10 8

２９年度 18 18 17 6

13 10

令和元年度
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ィネーターの市として立ち位置の明確化や、昨今話題である、学校教育を終えた社会

人が、その後も生涯にわたって学び続け、就労と学習のサイクルを繰り返していくリ

カレント教育との連携を深め、より活発に運用がなされることが望まれる。 

（学習支援課） 
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第３節 基本施策３：学びを支える基盤づくり 

１．概要 

八王子市では、生涯学習について気軽に相談できる体制を整備し、講座・教室など

の学習情報を一元化して市民に分かりやすく提供することにより、生涯学習活動に参

加しやすい環境を整え、活動への新たな参加を促している。 

また、生涯学習施設の充実を通して、生涯学習環境の向上を図るとともに、ICT を

活用して、いつでも、どこでも学習できる環境の充実を図っている。 

これらの施策を通じて八王子市では、生涯学習情報を市民に分かりやすく提供して、

生涯学習活動の充実につなげるとともに、市民が気軽に集い、繋がることができる学

びのきっかけ作りの場として機能する生涯学習施設の提供を目指している。 

 

２．監査の実施 

（１）監査手続きの概要 

各担当課に対して、ヒアリングを実施したうえで、必要と考えられる資料を依頼し、

その資料の閲覧・分析の過程で質問等の監査手続きを行うとともに、以下の生涯学習

スポーツ部が所管する施設の視察を行った。 

施設の視察に際しては、施設の管理・運営状況をヒアリングするとともに、管理す

る備品の実査を行うとともに、職員の勤務状況の確認、現金を取り扱う施設において

は現金出納管理の状況の確認を行った。 

 

  



96 
 

① 現地視察した生涯学習施設 

 

1) 生涯学習センター 

 

【出典】八王子市 HP 施設カルテ 
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（２）監査の結果 

① 生涯学習センタービルの改修について（意見） 

八王子市では、学習室、ホール、展示室、視聴覚室、和室、創作室等を備える生涯

学習センターを設置して市民への生涯学習の場を提供している。 

建築設備については、開館後 20 年以上大規模改修工事を行っておらず、各所に経

年劣化等がみられ、電気設備についても更新周期に至っている。近年では地下階壁面

や天井等で漏水がみられることもあった。 

これらのことから、八王子市では「八王子市生涯学習センタービル中長期保全計画

改修工事基本構想」を令和３年３月に定めて、生涯学習センターのニーズ分析から改

修工事の必要性等について検討を行っている。さらにあり方検討会を令和５年から開

催して継続的に各関係所管間での協議を続けている状況である。 

これらを確認した上で、中長期保全計画改修工事基本構想や、あり方検討会資料、

生涯学習センター利用状況分析資料、利用者アンケート結果等を閲覧し、適切に計画

の立案がされて進捗しているかを確認した。 

結果として、各協議体は定期的かつ客観的に進められているものと考えられる。一

方で、将来の予算額も多額となることや生涯学習スポーツ部だけでなく建築課等の他

の所管課との連携も不可欠であるため具体的な施策は明確とはなっていない状況であ

る。将来も市民の生涯学習の中心拠点施設となる可能性があるため、早期の施策決定

が望まれる。 

（学習支援課） 
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② はちおうじ出前講座について（意見） 

 

 

【出典】八王子 HP より 

 

 

はちおうじ出前講座では上記パンフレット表紙にもあるように講師料は無料となっ

ている。また、講師は市の職員が担っている。職員の知見や専門性がもとになるもの

であり、市民にとってはとても有益な講座であると考える（他市においても、出前講

座の講師料は基本的に無料である）。無料で良質なサービスを提供する市の対応は評

価すべきである。 

しかし、職員のマンパワーによる部分が多い講座形態であるとのことであり、この

ような講座の継続性、更なる充実、リカレント教育との兼ね合わせての相乗効果など
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目指した場合、更なる手間が増えることが想定され、ある程度の費用負担を前提とし、

出前講座利用者の理解を求めていくべきではないかと考える。 

（学習支援課） 

 

③ 八王子リカレント教育支援アプリ「はちリカ」について（意見） 

リカレント教育は政府広報オンラインにもあるように、日本人の平均寿命の延びと

技術革新の急速な進展に影響され近年注目されるとともに、政府としても給付金や助

成金などの支給や訓練の場などを積極的に提供している分野である。 

 

 
 

【出典】八王子市 HP 

 

八王子市では、「はちリカ」というアプリを活用して、リカレント教育を後押しし

ている。これは、他市ではほとんど実施していない取り組みであり、評価すべき点で

ある。 

しかし、HPに記載があるように、当該アプリではあくまでも講座情報の掲載にとど

まり、講座の申し込みなどはできない。 

また、生涯学習に近い分野の講座が比較的多数含まれてる状況である。当該アプリ

の更なる利便性の向上及びリカレント教育への後押しを期待する。 

そして、リカレント教育の旗振り役は国が大部分担っているのが現状であり、市区
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町村では情報の提供や費用助成等サポート的な役割を果たしているが、教育を受ける

住民（受けたい住民）が、何をすべきかが明確ではない印象を受ける。この印象を払

拭するために、例えば、埼玉県戸田市では、対象者を明確にし、地域特性を考慮する

ような取り組みがなされている。 
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【出典】戸田市 HP より 

 

八王子市では、多種多様な職業情報、人手不足の顕著な業種の情報や人口統計の情

報等を保有しており、このような情報を基に八王子市としてのリカレント教育の方向

性などを示していくのも、一つの案だと考える。 

（学習支援課） 
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④ 八王子リカレント教育支援アプリ「はちリカ」の導入委託契約について（意

見） 

「はちリカ」は、リカレント教育（社会人になった後も新たな知識や技能、教養を

身に付け、キャリア形成の支援や人生を豊かにすることを応援する教育）の講座情報

を提供するアプリであり、検索機能やプッシュ通知機能も付いて無料で誰もが利用で

きる、八王子市が新たに導入したスマートフォンアプリである。 

八王子市は、本アプリ導入委託契約を令和 2 年 12 月に、変更契約を令和 3 年 2 月

に締結している。契約の流れは以下のとおりである。 

令和2年9月にＸ社から29万円の見積書を得て、金額50万円以下であることから、

八王子市契約事務規則第 42条に基づいて随意契約とすることを決定した。令和 2年 12

月に他一社との見積もり合わせの結果、Ｘ社と 29万円の委託契約を締結した。その後、

令和 3 年 2 月にアプリの仕様をＸ社と詰めていく中で仕様変更の必要が生じ、仕様内

容と金額を 29万円から 95 万円へ増額する変更契約を締結した。 

上記について、すなわち、変更契約によって 29 万円から 95 万円に増額されたこと

について、実質的には少額随意契約の要件を満たしていなかったのではないか、本来

は競争入札が妥当だったのではないかとの質問を担当課にしたところ、手続上の問題

は無いとの回答を得た。実際に書類を確認したところ事務手続上の問題は認められな

かった。 

しかしながら、自治体の契約事務は、経済合理性に留意しながらも、公平性・公正

性が求められるところ、本件については、当初から仕様の検討や入手見積もりの検討

が十分に行われていたなら、95 万円に近い金額の契約として競争入札により広く複数

者が競争に参加する機会を得られたところ、29 万円の契約として随意契約として行わ

れたことは、公平性・公正性の点から問題があったのではないかと考えられる。加え

て、このように当初 50万円以下の契約として随意契約の事務手続を経たのち、契約変

更によって 50万円を超えることが頻繁に行われば、随意契約を限定した地方自治法施

行令 167 条の 2第 1項 2号の趣旨を逸脱することになる。 

本件については、担当課で初めてのスマートフォンアプリ導入契約であり、限られ

た時間と人員で仕様の決定や調達先の選定を行うのは困難を伴うものであったと推測

されることから、直ちに不適切と断定することはできない。しかしながら、例えば、

システムやアプリ導入に関する契約の際には、企画、仕様設計、調達ノウハウ等につ

いてデジタル推進課等の専門部署に伴走支援を求める等、今後は同様のことが生じな

いような対応されたい。 

（学習支援課） 

 

以上 


	第１編　外部監査の概要
	１．外部監査の種類
	２．選定した特定の事件（テーマ）
	（１）外部監査対象
	（２）外部監査対象期間

	３．事件を選定した理由
	４．外部監査の方法
	（１）監査の視点
	（２）主な監査手続き
	（３）監査対象

	５．外部監査の実施期間
	６．外部監査チーム
	（１）包括外部監査人
	（２）包括外部監査補助者

	７．利害関係

	第2編　生涯学習政策をめぐる最近の動向
	第1章　国・東京都の動向
	第1節　我が国におけるウェルビーイングの向上
	1．第４期教育振興基本計画の策定
	２．総括的な基本方針
	（１）持続可能な社会の創り手の育成
	（２）日本社会に根差したウェルビーイングの向上

	３．５つの基本方針
	（１）基本方針１：グローバル化する社会の持続的な発展に向けて学び続ける人材の育成
	（２）基本方針２：誰一人取り残されず、全ての人の可能性を引き出す共生社会の実現に向けた教育の推進
	（３）基本方針３：地域や家庭で共に学び支え合う社会の実現に向けた教育の推進
	（４）基本方針４：教育デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進
	（５）基本方針５：計画の実効性確保のための基盤整備・対話

	４．教育政策の目標と基本施策

	第２節　東京都教育ビジョン（第5次）
	１．東京都教育ビジョン
	２．柱１：自ら未来を切り拓く力の育成
	（１）基本的な方針１：全ての児童・生徒に確かな学力を育む教育
	（２）基本的な方針２：Society5.0時代を切り開くイノベーション人材を育成する教育
	（３）基本的な方針３：グローバルに活躍する人材を育成する教育
	（４）基本的な方針４：主体的に社会の形成に参画する態度を育む教育
	（５）基本的な方針５：豊かな心を育て、生命や人権を尊重する態度を育む教育
	（６）基本的な方針６：健やかな体を育て、健康で安全に生活する力を育む教育

	３．柱２：誰一人取り残さないきめ細やかな教育の充実
	（１）基本的な方針7：教育のインクルージョンの推進
	（２）基本的な方針８：子どもたちの心身の健やかな成長に向けたきめ細かいサポートの充実
	（３）基本的な方針９：教育活動の推進

	４．柱３：子供たちの学びを支える教職員・学校の力の強化
	（１）基本的な方針10：これからの教育を担う優れた教員の確保・育成
	（２）基本的な方針11：学校における働き方改革等の推進
	（３）基本的な方針12：質の高い教育を支える環境の整備



	第2章　八王子市における生涯学習支援事業の現状
	第1節　八王子市生涯学習プラン
	１．生涯学習プラン策定の背景
	２．生涯学習プランの位置付け
	３．生涯学習推進のための視点
	（１）視点１：すべてのライフステージに応じた、切れ目ない学び
	（２）視点２：「学び」と「活動」が循環し、地域社会に還元する学び
	（３）視点３：地域社会全体でつながり、広がる学び

	４．施策の方向性
	（１）社会人の学び直し（リカレント教育）
	（２）若者の学び、高校生・大学政党の活動の支援
	（３）子どもの頃から始める生涯の学び
	（４）障害者の生涯学習の推進・共生社会実現に向けた取組
	（５）地域全体で子育ちと子育て家庭を応援
	（６）生涯学習活動における学校、家庭、地域等との連携

	５．基本理念と基本施策
	６．基本理念を実現するための施策



	第３編　監査の結果
	第１章　八王子市生涯学習プラン
	第１節　基本施策１：誰もが学べる環境づくり　～まなぶ～
	１．概要
	２．監査の実施
	（１）監査手続きの概要
	① 現地視察した文化施設
	② 現地視察したスポーツ施設

	（２）監査の結果
	① 絹の道資料館隣地の樹木について（意見）
	② 絹の道資料館のトイレについて（意見）
	①
	①
	①
	①
	①
	①
	①
	①
	①
	①
	③ 国史跡八王子城跡ガイダンス施設の設備について（意見）
	④ 北条氏照友垣絵巻について（意見）
	⑤ 郷土資料館（桑都日本遺産センター八王子博物館）の魅力発信について（意見）
	⑥ 富士森公園陸上競技場における備品管理について（意見）
	⑦ 総合体育館における備品管理について（意見）
	⑧ 戸吹スポーツ公園スポーツ施設における備品管理について（意見）
	⑨ ネーミングライツに関する規定について（意見）
	⑩ 富士森公園野球場（スリーボンドスタジアム八王子）における消耗品の管理方法について（意見）
	⑪ 中央図書館における備品管理について（意見）
	⑫ 備品管理について（全庁的事項）（意見）
	⑬ 各図書館における出勤簿について（意見）
	⑭ 会計年度任用職員（アシスタント職）のシフト表作成方法について（意見）
	⑮ 八王子市図書館の今後の方向性について（中央図書館）（意見）
	①
	②
	③
	④
	⑤
	⑥
	⑦
	⑧
	⑨
	⑩
	⑪
	⑫
	⑬
	⑭
	⑮
	⑯ 八王子市スポーツ推進基金について（意見）
	⑰ スポーツ推進審議会について（意見）



	第２節　基本施策２：学びから広がる地域づくり　～いかす・つながる～
	１．
	１．
	１． 概要
	２．監査の実施
	（１）監査手続きの概要
	（２）監査の結果
	① 生涯学習コーディネーター養成講座について（意見）



	第３節　基本施策３：学びを支える基盤づくり
	１．概要
	２．監査の実施
	（１）監査手続きの概要
	① 現地視察した生涯学習施設

	（２）監査の結果
	① 生涯学習センタービルの改修について（意見）
	② はちおうじ出前講座について（意見）
	③ 八王子リカレント教育支援アプリ「はちリカ」について（意見）
	④ 八王子リカレント教育支援アプリ「はちリカ」の導入委託契約について（意見）






